
運送業の今を少しだけ便利にする「配達くん」

信頼されて35年信頼されて35年信頼されて35年
充実の

アフターサポート
充実の

アフターサポート
充実の

アフターサポート
システムは安心の
自社開発！

システムは安心の
自社開発！

システムは安心の
自社開発！

https://daisosystem.co.jp/

詳しくはこちらへ。　　

ソリューション事業本部　　〒105-6211 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー11階
電話 ： ０８０－６６８６－５９４２　電子メール ： truck-carnavi_sales@mbel.co.jp

https : //www.mbel.co.jp/business/truckcarnavi/

・輸送車両の仕様（車高・車幅・車長・最大積載量・総重量等）を登録し、規制・制限情
　報を加味してルート案内します。また、通れない道を黒線で地図表記します。
・ナビタイムジャパン社と共同開発した、スマホではなく車両に固定設置するトラッ
　ク専用ナビ製品になります。
・専用クレードルを装着し、衝撃・振動・高低温・防水・防塵対策を備えたタフ仕様の製
　品です。

法人向け固定タイプ トラックに適したタフ仕様 7インチ大画面タイプ
大型車を考慮した
ナビゲーション

トラックカーナビ固定タイプ　トラックカーナビ固定タイプ　

プロ仕様のトラック専用カーナビ。ドライバーさんに安心と安全を！プロ仕様のトラック専用カーナビ。ドライバーさんに安心と安全を！

検索

紹介動画・お問合せフォームもあります

昭和35年11月28日第3種郵便物認可 第2160号令和2年（2020年）

コ ラ ラ ン ッム イ ナ プ
トラック運送事業者のための経営のヒント【働き方改革へ「Go To 標準的運賃」】／タイヤ
ケアホントの話【「軽油が付着したタイヤ」】…３面／食の新旧街道を行く【「郷土料理の
すすめ⑦」八丁味噌の田楽】…７面

交通事故統計 事業用貨物自動車の死亡事故件数
大型 中型 準中型 普通 計

63
（−14）

29
（±0）

21
（＋6）

2
（−1）

115
（−9）

交通事故死者数（人）

7月31日現在 8月30日現在

1,548
（−99）

1,737
（−183）

全国の死亡
事故件数

1,519
（−85）

令和２年７月末
事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く。（  ）内は前年同月比増減数
▶警察庁調べ

年　月 スタンド ローリー カード

令和２年  5月 79.04 66.60 76.50 
令和２年  6月 84.53 73.65 83.60 
令和２年  7月 88.19 77.34 87.45 

軽油価格情報
全国平均価格：円／リットル（消費税抜き）
▶全日本トラック協会調べ

発行所公益社団法人

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地5
全日本トラック総合会館

☎（03）3354-1029（総務部広報室）
http://www.jta.or.jp

9月1日号
※紙面に関する問い合わせは広報室まで（定価・税込348円／会員の購読料は会費に含みます）

毎月1日・15日発行

▼全ト協会員専用ホームページのパスワード▼
9/15〜8/14

3031
8/15〜9/14

4829

　

道
路
委
員
会
委
員
長
に

は
︑
寺
岡
洋
一
全
ト
協
副
会

長
（
愛
知
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

会
長
）
が
選
任
さ
れ
︑﹁
活

発
に
議
論
し
︑
道
路
の
環
境

整
備
向
上
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
﹂
と
就
任
あ
い
さ
つ
を

行
っ
た
︒

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
感
染
拡
大
を
踏
ま
え
︑

当
日
の
出
席
者
は
︑
寺
岡
委

員
長
︑
田
中
亨
委
員
︑
御
手

洗
安
委
員
の
３
委
員
で
︑
そ

の
ほ
か
の
委
員
は
リ
モ
ー
ト

形
式
に
よ
り
同
委
員
会
へ
参

加
し
た
︒

　

議
事
で
は
︑
令
和
３
年
度

税
制
改
正
・
予
算
要
望
に
関

す
る
要
望
事
項（
道
路
関
係
）

や
︑
重
要
物
流
道
路
の
追
加

指
定
に
関
す
る
要
望
に
つ
い

て
︑
寺
岡
委
員
長
︑
田
中
委

員
︑
御
手
洗
委
員
を
中
心
に

活
発
な
意
見
が
取
り
交
わ
さ

れ
た
︒

　

こ
れ
ら
の
要
望
事
項
に
つ

い
て
は
︑
同
委
員
会
で
の
検

討
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
︑

さ
ら
に
委
員
や
各
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
か
ら
意
見
を

募
り
反
映
︒
第
８
回
税
制
委

員
会（
９
月
２
日
開
催
予
定
）

で
決
定
さ
れ
る
令
和
３
年
度

税
制
改
正
・
予
算
要
望
事
項

案
と
あ
わ
せ
︑
10
月
８
日
開

催
予
定
の
第
１
８
７
回
理
事

会
に
上
程
︒
審
議
・
承
認
後

に
要
望
書
を
作
成
し
︑
全
ト

協
と
都
道
府
県
ト
協
が
連
携

し
て
要
望
活
動
を
展
開
す
る

こ
と
と
し
た
︒

　

ま
た
︑報
告
事
項
と
し
て
︑

①
社
会
資
本
整
備
審
議
会
・

道
路
分
科
会
・
国
土
幹
線
道

路
部
会
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン

グ
︑
②
高
速
道
路
６
社
に
お

け
る
自
動
軸
重
計
の
実
地
検

証
︑
③
特
殊
車
両
通
行
許
可

に
関
す
る
要
望（
重
量
部
会
︑

鉄
骨
・
橋
梁
部
会
︑
鉄
鋼
部

会
）
︱
︱
等
の
内
容
説
明
が

事
務
局
か
ら
行
わ
れ
た
︒

　

な
お
︑
議
事
に
先
立
ち
︑

国
土
交
通
省
道
路
局
の
長
谷

川
朋
弘
高
速
道
路
課
長
が

﹁
高
速
道
路
に
関
す
る
最
近

の
話
題
に
つ
い
て
﹂
と
題
し

講
演
し
た
︒

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

８
月
24
日
︑
坂
本
克
己
会
長

に
よ
る
記
者
会
見
を
開
催
し

た
︒

　

冒
頭
︑
坂
本
会
長
が
あ
い

さ
つ
し
た
後
（
詳
細
２
面
）︑

７
月
21
日
付
で
国
土
交
通
省

自
動
車
局
長
に
就
任
し
た
秡

川
直
也
氏
が
あ
い
さ
つ
︒﹁
こ

の
よ
う
な
貴
重
な
機
会
を
頂

戴
し
︑感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒

ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
皆
様
と
報

道
の
皆
様
︑
そ
し
て
私
た
ち

行
政
が
と
も
に
意
見
交
換
を

し
な
が
ら
︑
今
回
の
記
者
会

見
を
有
意
義
な
場
に
し
て
い

き
た
い
﹂
と
語
っ
た
︒

　

ま
た
︑
記
者
会
見
に
は
伊

地
知
英
己
自
動
車
局
貨
物
課

長
と
山
本
巧
道
路
局
企
画
課

長
も
同
席
︒
伊
地
知
課
長
が

標
準
的
な
運
賃
に
関
し
て
︑

事
業
者
・
荷
主
団
体
へ
の
普

及
等
に
つ
い
て
説
明
し
た
ほ

か
︑
運
送
事
業
者
が
安
全
・

安
心
・
快
適
に
使
う
こ
と
の

で
き
る
道
路
の
整
備
に
つ
い

て
︑山
本
課
長
が
説
明
し
た
︒

　

ま
た
︑
桝
野
龍
二
全
ト
協

理
事
長
が
︑﹁
運
輸
振
興
助

成
交
付
金
の
あ
り
方
﹂
に
つ

い
て
説
明
︒
平
成
23
年
８
月

に
成
立
し
た
﹁
運
輸
事
業
の

振
興
の
助
成
に
関
す
る
法

律
﹂
に
お
い
て
︑
同
交
付
金

の
経
費
が
都
道
府
県
の
基
準

財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
る

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

８
月
24
日
︑
加
藤
勝
信
厚
生

労
働
大
臣
に
対
し
て
︑
９
月

30
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
雇

用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置

期
間
の
延
長
に
関
す
る
要
望

書
を
提
出
し
た
︒

　

今
回
の
要
望
書
の
提
出
に

際
し
て
は
︑
坂
本
克
己
会
長

が
加
藤
勝
信
厚
生
労
働
大
臣

を
訪
問
︒﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
で
荷
主
企
業
の

休
業
や
操
業
停
止
が
増
え
︑

輸
送
の
大
幅
な
減
少
に
よ
り

事
業
経
営
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
お
り
︑
将
来
的
に

安
定
し
た
輸
送
力
の
確
保
が

困
難
に
な
る
﹂
と
︑
ト
ラ
ッ

ク
運
送
業
界
を
取
り
巻
く
苦

境
を
説
明
し
た
上
で
︑
加
藤

厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
同

特
例
措
置
の
延
長
を
強
く
要

　

な
お
︑
全
ト
協
で
は
加
藤

厚
生
労
働
大
臣
へ
の
要
望
に

先
立
ち
︑
８
月
21
日
に
自
由

民
主
党
雇
用
問
題
調
査
会

（
松
野
博
一
会
長
）
に
対
し

て
要
望
書
を
提
出
︒

　

ま
た
︑
25
日
に
は
北
側
一

雄
公
明
党
副
代
表
・
公
明
党

ト
ラ
ッ
ク
議
員
懇
話
会
会
長

に
も
要
望
書
を
提
出
し
た
︒

こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑

現
在
︑
同
交
付
金
は
ト
ラ
ッ

ク
運
送
事
業
の
公
共
性
に
着

眼
し
た
都
道
府
県
の
一
般
財

源
か
ら
支
出
さ
れ
る
助
成
交

付
金
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
︒
そ
の
一
方
で
︑
コ
ロ
ナ
禍

の
影
響
で
都
道
府
県
の
財
政

が
ひ
っ
迫
し
て
き
て
い
る
中
︑

同
交
付
金
の
減
額
と
い
っ
た

事
態
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
た
め
桝
野
理
事
長
は
︑

﹁
こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る

た
め
に
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
が
社
会
へ
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
一
般

に
対
し
て
広
く
理
解
を
求
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
﹂

と
言
及
︒

　

そ
れ
を
受
け
て
坂
本
会
長

は
︑﹁
自
然
災
害
や
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
︑
被
害
を
受
け
ら
れ

た
方
の
命
を
助
け
て
い
く
こ

と
は
︑
我
々
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
の
大
き
な
使
命
で
あ

る
︒
同
交
付
金
を
緊
急
時
対

応
等
の
原
資
と
捉
え
︑
よ
り

一
層
社
会
に
対
し
て
貢
献
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
︑

今
後
も
同
交
付
金
制
度
を
活

用
し
て
ま
い
り
た
い
﹂
と
述

べ
た
︒

行政との共同記者会見の冒頭あいさつする坂本会長。記者会見には、国土交通省から山本道路局
企画課長（左）、秡川自動車局長（右から2人目）、伊地知自動車局貨物課長（右）が同席した（8
月24日、第一ホテル東京）

加藤勝信厚生労働大臣に要望書を手渡す坂本会長（8月24日、厚生労働省）

雇
用
調
整
助
成
金
特
例
措
置

12
月
末
ま
で
の
延
長
が
実
現

坂
本
会
長
が
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
に
要
望
書

坂
本
会
長
が
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
に
要
望
書 道路委員会の初会合を前に、坂本会長を先頭に寺岡委員長ら道路委員会委員が吉岡幹夫道路局長を表敬訪問した（写真左

から、長谷川朋弘道路局高速道路課長、御手洗委員、寺岡委員長、坂本会長、吉岡道路局長、田中委員、山本巧道路局
企画課長。8月26日、国土交通省道路局長室）

望
し
た
︒

　

同
要
望
に
は
︑
三
澤
憲
一

日
本
バ
ス
協
会
会
長
︑
武
居

利
春
全
国
ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク

シ
ー
連
合
会
副
会
長
も
同
席

し
た
︒

　

政
府
は
８
月
28
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
で
拡
充
し
て
い
る
雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
に
つ

い
て
、
現
行
の
助
成
率
や
上
限
額
の
ま
ま
12
月
末
ま
で
延

長
す
る
と
発
表
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、

政
府
で
は
令
和
２
年
度
第
２
次
補
正
予
算
の
中
で
、
９
月

末
ま
で
雇
用
調
整
助
成
金
の
日
額
上
限
を
８
３
３
０
円
か

ら
１
万
５
０
０
０
円
ま
で
特
例
的
に
引
き
上
げ
て
い
る
ほ

か
、
解
雇
等
を
行
わ
な
い
中
小
企
業
の
助
成
率
を
１
０
０

％
に
引
き
上
げ
て
い
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
収
束
が
見
込
め
な
い
中
で
、
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
で
は
同
特
例
措
置
の
延
長
を
加
藤
勝
信
厚
生
労

働
大
臣
ら
に
要
望
。
こ
う
し
た
要
望
が
実
を
結
び
、
特
例

措
置
の
12
月
末
ま
で
の
延
長
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
８
月
26
日
、

第
１
回
道
路
委
員
会
を
開
催
し
た
。
同
委

員
会
は
、
重
要
物
流
道
路
等
の
広
域
道
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
や
高
速
道
路
料
金
の

引
き
下
げ
な
ど
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い

く
た
め
、
今
年
７
月
に
常
任
委
員
会
と
し

て
新
た
に
設
置
さ
れ
た
も
の
。会
議
冒
頭
、

坂
本
克
己
会
長
が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、「
本

日
、
当
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
。
時
宜
を

得
た
テ
ー
マ
と
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
捉
え

て
い
る
。
活
発
な
議
論
を
得
て
、
事
業
の

生
産
性
の
向
上
と
地
域
社
会
に
よ
り
貢
献

す
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
、

委
員
た
ち
を
激
励
し
た
。

寺岡　洋一
委員長

寺
岡
委
員
長
（
中
央
）
の
進
行
の
下
、

田
中
委
員
（
左
）、御
手
洗
委
員
（
右
）

を
中
心
に
活
発
な
意
見
が
出
さ
れ
た

道
路
環
境
の
整
備
向
上
へ

道
路
環
境
の
整
備
向
上
へ

生
産
性
向
上
と
地
域
社
会
貢
献
に
向
け

生
産
性
向
上
と
地
域
社
会
貢
献
に
向
け

道路委員会が道路委員会が
初会合を開催初会合を開催

全
ト
協

坂
本
会
長
が
行
政
と
共
同
記
者
会
見
を
開
催

坂
本
会
長
が
行
政
と
共
同
記
者
会
見
を
開
催

交
付
金
を
緊
急
時
対
応
等
の
原
資
と
し
て
社
会
に
貢
献

交
付
金
を
緊
急
時
対
応
等
の
原
資
と
し
て
社
会
に
貢
献

全
　
ト
　
協

委員会に先立ち吉岡新道路局長を表敬訪問委員会に先立ち吉岡新道路局長を表敬訪問
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
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～徐行編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶  車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り
坂を通行するときは、徐行しなければならない。（ ○・× ）

❷  許可を受けて歩行者用道路を通行するときは、歩行者がいなくても徐行し
なければならない。（ ○・× ）

❸  環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。（ ○・× ）

❹  道路の左側に設けられた安全地帯の側方を通過するときは、歩行者がいな
い場合でも徐行する。（ ○・× ）

❺  安全地帯のない停留所に停車中の路面電車の左側を通過するとき、停留所
に乗降客がなく、1.5メートル以上の間隔があるときは徐行しなくてもよ
い。（ ○・× ）

（解答は7面）

　あなたは一方通行路の出口にさしかかり左折しようとしていま
す。交差道路の右側にはスクールバスが停車しており、周辺には
子どもがいます。この場面にはどのような危険がありますか。また、
危険を避けるためにはどのような運転をすればよいでしょうか。
考えてみましょう。　

状 

況

〔第 126回〕「スクールバスが停止している丁字路」

（解説・７面）

◆どのような運転をすれば危険を避けることができますか？

◆どのような危険がありますか？

あなたならどうしますか？
危険予知訓練（KYT）シート：交通事故防止編

☟
こ
の
角
を
基
準
に
拡
大
率
を
141
％
に
設
定
す
る
と
、
A4
サ
イ
ズ
で
プ
リ
ン
ト
で
き
ま
す
。

令
和
２
年
度
「
ト
ラ
ッ
ク

の
日
」
ポ
ス
タ
ー
が
決
定

デ
ザ
イ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
の

結
果
を
発
表

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

８
月
20
日
︑令
和
２
年
度
﹁
ト

ラ
ッ
ク
の
日
﹂
ポ
ス
タ
ー
デ

ザ
イ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
の
結
果

を
発
表
し
た
︒

　

７
月
29
日
開
催
の
第
68
回

広
報
委
員
会
に
お
け
る
選
考

の
結
果
︑
応
募
総
数
３
４
０

点
の
中
か
ら
︑
清
水
幹
雄
氏

（
東
京
都
）
の
作
品
が
グ
ラ

ン
プ
リ（
賞
金
70
万
円
）に
︑

石
山
航
大
氏
（
埼
玉
県
）
の

作
品
が
佳
作（
賞
金
10
万
円
）

に
決
定
し
た
︒

　

グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た

清
水
氏
の
作
品（
写
真
）は
︑

﹁
ト
ラ
ッ
ク
は
生
活
（
く
ら

し
）
と
経
済
の
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
﹂
を
メ
イ
ン
コ
ピ
ー
に
︑

マ
ス
ク
や
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド

を
装
着
し
た
ト
ラ
ッ
ク
と
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
が
︑
安

全
・
安
心
な
輸
送
を
行
う
姿

と
そ
の
重
要
性
を
Ｐ
Ｒ
し
て

い
る
︒

　

同
作
品
は
︑
全
ト
協
お
よ

び
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

に
お
い
て
実
施
す
る
︑
令
和

２
年
度
﹁
ト
ラ
ッ
ク
の
日
﹂

の
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
活
用
さ
れ
る
︒

岩
田
享
也
氏
が　
　
　
　

　
　
　
新
部
会
長
に
就
任

令
和
２
年
度
第
１
回
﹁
青
年

部
会
全
国
代
表
者
協
議
会
﹂

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
青

年
部
会
は
８
月
４
日
︑﹁
つ
な

ぐ
想
い
~
地
域
を
支
え
る
物

流
業
界
へ
~
﹂
を
令
和
２
年

っ
て
開
催
さ
れ
た
正
副
部
会

長
会
議
に
お
い
て
︑
岩
田
享

也
氏
（
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
︑
東

京
都
）
が
新
部
会
長
に
選
任

さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
︑

就
任
の
あ
い
さ
つ
を
行
っ
た
︒

続
い
て
︑
星
野
治
彦
全
ト
協

企
画
部
長
が
﹁
直
近
の
ト
ラ

ッ
ク
業
界
を
巡
る
状
況
に
つ

い
て
﹂
を
テ
ー
マ
に
講
演
︒

　

議
事
で
は
︑
新
正
副
部
会

長
の
紹
介
を
行
っ
た
後
︑
令

和
元
年
度
青
年
部
会
事
業
報

告
や
社
会
貢
献
活
動
等
に
つ

い
て
原
案
通
り
承
認
し
た
︒

　

副
部
会
長
に
つ
い
て
は
︑

小
野
寺
敦
志
氏
（
東
北
ブ
ロ

ッ
ク
︑
宮
城
県
）︑
米
田
勝

紀
氏（
北
陸
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
︑

富
山
県
）︑黒
田
智
也
氏
（
近

畿
ブ
ロ
ッ
ク
︑
兵
庫
県
）︑
谷

真
澄
氏
（
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
︑

徳
島
県
）︑
永
野
一
智
氏
（
九

州
ブ
ロ
ッ
ク
︑
長
崎
県
）
が

新
た
に
就
任
︒
杉
本
憲
昭
氏

（
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
︑
札
幌

地
区
）︑
細
江
良
枝
氏
（
中

部
ブ
ロ
ッ
ク
︑
愛
知
県
）︑
河

合
智
哉
氏（
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
︑

岡
山
県
）は
再
任
と
な
っ
た
︒

　

社
会
貢
献
活
動
で
は
︑
令

和
元
年
台
風
15
号
・
19
号
の

被
災
者
支
援
活
動
と
し
て
︑

Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
制
作
お
よ
び
見
舞

金
の
寄
贈
を
行
う
ほ
か
︑
平

成
27
年
か
ら
行
っ
て
い
る
全

国
自
動
車
教
育
研
究
会
加
盟

校
へ
の
整
備
実
習
用
ト
ラ
ッ

ク
の
寄
贈
に
つ
い
て
︑
今
年

度
も
実
施
を
予
定
し
て
い
る

こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
た
︒

９
月
は
「
自
動
車
点
検
整

備
推
進
運
動
強
化
月
間
」

不
正
改
造
防
止
と
確
実
な

点
検
整
備
の
実
施
徹
底
を

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は

﹁
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
お

け
る
点
検
整
備
推
進
運
動
﹂

を
︑
１
年
を
通
じ
て
実
施
し

て
い
る
が
︑
９
月
１
日
㈫
~

30
日
㈬
の
１
か
月
間
を
︑
全

「
秋
の
全
国
交
通
安
全
運

動
」
実
施
計
画
を
発
表

実
施
期
間
９
月
21
日
~
30
日

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

８
月
７
日
︑﹁
令
和
２
年
秋
の

全
国
交
通
安
全
運
動
﹂
の
実

施
計
画
を
発
表
し
た
︒

　

全
ト
協
で
は
︑
中
央
交
通

安
全
対
策
会
議
交
通
対
策
本

部
決
定
の
﹁
令
和
２
年
秋
の

全
国
交
通
安
全
運
動
推
進
要

綱
﹂︑
お
よ
び
国
土
交
通
省

策
定
の
同
実
施
計
画
に
基
づ

き
︑
各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク

協
会
に
対
し
事
前
の
準
備
を

働
き
か
け
︑
９
月
21
日
㈪
~

30
日
㈬
の
期
間
中
に
同
運
動

を
効
果
的
に
実
施
す
る
︒

　

ま
た
︑
実
施
に
あ
た
っ
て

は
︑
全
国
運
動
重
点
の
﹁
子

供
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
の

安
全
と
自
転
車
の
安
全
利
用

の
確
保
﹂︑﹁
高
齢
運
転
者
等

の
安
全
運
転
の
励
行
﹂︑﹁
夕

暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故

防
止
と
飲
酒
運
転
等
の
危
険

運
転
の
防
止
﹂
に
留
意
し
︑

さ
ら
に
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
向

け
の
対
策
を
含
め
︑
積
極
的

に
取
り
組
む
︒

　

実
施
項
目
等
の
詳
細
に
つ

い
て
は
︑
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
て
周
知
を
行

う
と
と
も
に
︑
次
号
の
﹃
広

報
と
ら
っ
く
﹄に
も
掲
載
す
る
︒

　

な
お
︑
今
号
に
﹁
飲
酒
運

転
防
止
ポ
ス
タ
ー
﹂
を
刷
り

込
ん
で
い
る
︒

国
統
一
の
﹁
自
動
車
点
検
整

備
推
進
運
動
強
化
月
間
﹂
と

し
︑
同
運
動
を
展
開
す
る
︒

ま
た
︑
各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ

ク
協
会
に
お
い
て
は
︑
地
域

事
情
に
応
じ
て
独
自
に
強
化

月
間（
地
方
独
自
強
化
月
間
）

を
設
定
し
て
実
施
す
る
︒

　

平
成
30
年
10
月
１
日
に

は
︑
車
両
総
重
量
８
㌧
以
上

の
ト
ラ
ッ
ク
の
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ

等
が
新
た
に
３
か
月
ご
と
の

定
期
点
検
項
目
に
追
加
さ
れ

る
な
ど
︑
不
正
改
造
の
防
止

と
と
も
に
︑
点
検
整
備
の
確

実
な
実
施
・
徹
底
が
求
め
ら

れ
て
い
る
︒

　

同
期
間
に
お
い
て
は
︑
①

大
型
自
動
車
に
関
す
る
適
切

な
点
検
・
整
備
の
実
施
方
法

に
つ
い
て
の
啓
発
（
表
﹁
重

点
点
検
項
目
﹂）︑
②
黒
煙
濃

度
に
影
響
を
及
ぼ
す
部
品
等

の
自
主
点
検
・
整
備
の
実
施

に
関
す
る
啓
発
︑
③
Ｄ
Ｐ
Ｆ

（
黒
煙
除
去
フ
ィ
ル
タ
）
等

の
後
処
理
装
置
付
き
車
の
正

し
い
使
用
方
法
に
関
す
る
啓

発
︱
︱
の
３
つ
を
﹁
重
点
実

施
項
目
﹂
と
し
て
︑
全
国
的

に
運
動
を
展
開
す
る
︒

　

な
お
︑
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク

を
50
台
以
上
か
つ
︑
大
型
自

動
車
（
車
両
総
重
量
８
㌧
以

上
）
を
保
有
す
る
事
業
者
に

お
い
て
は
︑
別
途
︑
重
点
点

検
期
間
中
（
９
月
~
11
月
）

に
定
期
点
検
を
行
う
大
型
自

動
車
に
つ
い
て
︑﹁
重
点
点
検

項
目
﹂
の
点
検
結
果
を
各
運

輸
支
局
等
に
報
告
す
る
必
要

が
あ
る
︒

　

実
施
要
領
等
の
詳
細
は
全

ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
新
着

情
報
・
令
和
２
年
6
月
30
日

付
掲
載
）
を
参
照
︒

度
の
テ
ー
マ
に
掲
げ
︑
２
年

度
第
１
回
全
国
代
表
者
協
議

会
を
開
催
︒

　

今
回
は
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
の

状
況
を
鑑
み
︑
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議

ツ
ー
ル
﹁
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
﹂
を
活

用
し
︑
フ
ル
リ
モ
ー
ト
形
式

で
開
催
さ
れ
た
︒

　

冒
頭
︑
同
協
議
会
に
先
立

９
月
５
日
か
ら
一
部
施
設
の

土
・
日
曜
営
業
時
間
を
変
更

名
古
屋
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

名
古
屋
Ｔ
Ｓ
は
９
月
５
日

か
ら
︑
食
堂
お
よ
び
運
行
情

報
セ
ン
タ
ー
以
外
の
施
設
の

営
業
時
間
に
つ
い
て
︑
日
曜

日
を
休
業
と
し
︑
土
曜
日
の

営
業
時
間
を
次
の
通
り
に
変

更
す
る
︒

▼ 

宿
泊
・
仮
眠
:
０
時
~

19
時

▼ 

浴
室
・
女
性
用
シ
ャ
ワ
ー

・
休
憩
室
・
コ
イ
ン
ラ
ン

ド
リ
ー
:
５
時
~
19
時

Ｔ
Ｓ
（
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）情
報

表 重点点検項目（①関係）
点検時期

点検箇所
3 か月点検 12 か月点検

原動機 燃料装置 燃料漏れ 同左

電気装置 電気配線 接続部の緩みおよび損傷 同左

走行装置 ホイール
タイヤの状態 同左

ホイール・ナットおよび
ホイール・ボルトの緩み

ホイール・ナットおよび
ホイール・ボルトの損傷

制動装置 ホースおよび
パイプ

漏れ、損傷および
取付状態 同左

　

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も

物
流
の
現
場
で
真
面
目
に
励

ん
で
お
ら
れ
る
ト
ラ
ッ
ク
ド

ラ
イ
バ
ー
の
皆
様
は
︑
エ
ッ
セ

ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
必
要

不
可
欠
な
労
働
者
）
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
市
民
の

生
活
を
支
え
︑
地
域
の
発
展

の
た
め
に
尽
く
し
て
お
ら
れ

ま
す
︒
今
回
︑
こ
の
場
に
お

集
ま
り
の
行
政
の
皆
様
方
と

報
道
の
皆
様
方
は
︑
我
々
ト

ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
発
展
と
︑

ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
様
の
幸
せ

の
実
現
の
た
め
に
︑
常
日
頃

か
ら
ご
貢
献
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
︒
改
め
て
︑
皆
様
方

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

　

健
全
経
営
に
取
り
組
ん
で

お
ら
れ
る
運
送
事
業
者
や
︑

そ
こ
で
働
く
ド
ラ
イ
バ
ー
の

皆
様
方
が
︑
今
後
も
引
き
続

き
地
域
の
た
め
に
働
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
︑
皆
様
方
と

心
を
ひ
と
つ
に
し
て
諸
施
策

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
本
会
見
で
は

﹁
運
輸
振
興
助
成
交
付
金
﹂

の
あ
り
方
に
つ
き
ま
し
て
も

ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
︒

　

平
成
23
年
８
月
に
成
立
し

た
﹁
運
輸
事
業
の
振
興
の
助

成
に
関
す
る
法
律
﹂
に
お
い

て
︑
同
交
付
金
に
法
的
根
拠

が
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
︑
こ

の
新
法
に
お
い
て
も
︑
交
付

が
厳
格
な
意
味
で
の
法
的
義

務
で
は
な
く
︑
い
わ
ゆ
る
都

道
府
県
の
努
力
規
定
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
︒
そ
の
た
め
︑

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
伴
っ
て

都
道
府
県
の
財
政
が
ひ
っ
迫

し
て
い
る
中
で
︑
交
付
金
の

減
額
に
結
び
つ
き
か
ね
な
い

と
危
惧
し
て
お
り
ま
す
︒

　

こ
の
よ
う
な
事
態
に
し
な

い
た
め
に
も
︑
多
く
の
エ
ッ
セ

ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
力
を

結
集
し
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
が
社
会
へ
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
こ
と
を
力
強
く
ア
ピ

ー
ル
し
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
︒

　

近
年
数
多
く
発
生
し
て
い

る
自
然
災
害
︑
ま
た
今
直
面

し
て
い
る
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
︑

被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
の
命

を
助
け
て
い
く
こ
と
は
︑
我

々
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の

大
き
な
使
命
で
あ
り
ま
す
︒

交
付
金
を
緊
急
時
対
応
等
の

原
資
と
捉
え
︑
い
ざ
と
い
う

時
に
一
層
社
会
に
貢
献
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
︑

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
と
し

て
は
同
交
付
金
制
度
を
引
き

続
き
活
用
し
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

　

そ
の
た
め
に
は
︑
私
た
ち

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
が
社
会

に
と
っ
て
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
な

事
業
で
あ
る
こ
と
を
広
く
認

識
し
て
い
た
だ
き
︑
国
民
の

皆
様
か
ら
応
援
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
行
動
し
て
い
く
こ

と
が
何
よ
り
も
重
要
で
す
︒

運
送
事
業
者
の
皆
様
方
の
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
︒

「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
」
と
し
て
地
域
に
貢
献

「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
」
と
し
て
地
域
に
貢
献

地
域
貢
献
へ
の
原
資
と
な
る
「
運
輸
振
興
助
成
交
付
金
」

地
域
貢
献
へ
の
原
資
と
な
る
「
運
輸
振
興
助
成
交
付
金
」

坂
本
会
長
あ
い
さ
つ（
要
旨
）

（
１
面
・
記
者
会
見
に
関
連
）
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

※本製品は「医療機器」のため「注意喚起シート」「取扱説明書」を
　必ずご一読してからのご使用をお願いいたします。

　
　

︻
解
説
︼
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に

当
た
っ
て
は
︑
確
か
に
労
働
基
準
法
で

　

年
次
有
給
休
暇
取
得
時
の
通
勤

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま

す
。
弊
社
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

の
通
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
出
勤
日

に
限
っ
て
実
費
を
支
給
し
て
い
ま
す

（
た
だ
し
、
片
道
３
０
０
円
が
上

限
）。
当
然
、
有
給
休
暇
を
取
得
し

た
日
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
と
こ

ろ
が
先
日
、
新
し
く
採
用
さ
れ
た
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
一
人
か
ら
、「
労
働

基
準
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
年
休
取

得
を
理
由
と
す
る
『
賃
金
減
額
そ

の
他
の
不
利
益
な
取
扱
い
』
に
当
た

る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
年
休

取
得
時
に
も
や
は
り
通
勤
手
当
は

支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。  第209回 

年休取得日の通勤手当
を不支給としてよいか

は
﹁
使
用
者
は
︑
第
39
条
第
１
項
か

ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
有
給

休
暇
を
取
得
し
た
労
働
者
に
対
し
て
︑

賃
金
の
減
額
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱

い
を
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
﹂
と
し
て
︑
不
利
益
取
扱
い
を

禁
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
（
附
則
第

１
３
６
条
）︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
厚
生

労
働
省
の
行
政
解
釈
で
は
︑﹁
労
働
基

準
法
上
労
働
者
の
権
利
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
年
次
有
給
休
暇
の
取
得

を
抑
制
す
る
す
べ
て
の
不
利
益
な
取

扱
い
は
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
﹂
と
し
︑
さ
ら
に
﹁
精
皆
勤

手
当
や
賞
与
の
減
額
等
の
程
度
に
よ
っ

て
は
︑
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
と
し

て
民
事
上
無
効
と
解
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
﹂
と
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て

い
ま
す
（
昭
和
63
年
１
月
︑
基
発
第

１
号
）︒

　

そ
れ
で
は
︑
年
休
取
得
時
の
通
勤

手
当
の
不
支
給
の
場
合
は
ど
う
な
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
︑
一

応
通
勤
手
当
も
労
基
法
第
11
条
に
規

定
す
る
賃
金
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
︒
す
な
わ
ち
︑賃
金
と
は
︑

﹁
賃
金
︑
給
料
︑
手
当
︑
賞
与
そ
の

他
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
︑
労
働
の

対
償
と
し
て
使
用
者
が
労
働
者
に
支

払
う
す
べ
て
の
も
の
﹂
と
定
義
さ
れ
て

い
ま
す
（
同
条
）︒

　

と
は
い
え
︑
使
用
者
が
労
働
者
に

支
給
す
る
も
の
の
何
も
か
も
す
べ
て
が

賃
金
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

つ
ま
り
︑
支
給
条
件
が
明
白
で
あ
り
︑

労
働
者
の
労
務
提
供
や
労
働
者
の
地

位
に
あ
る
こ
と
に
対
す
る
対
価
と
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
の
み
が
賃
金
で
あ
り
︑

支
給
条
件
が
明
白
で
あ
っ
て
も
実
費

弁
償
的
な
も
の
は
労
働
の
対
価
と
は

い
え
な
い
た
め
︑
賃
金
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
︒
例
え
ば
︑
ご
質
問
の
よ

う
な
通
勤
手
当
は
明
ら
か
に
実
費
弁

償
的
な
も
の
で
あ
り
︑
労
働
の
対
価

と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
︒
ほ
か
に
出

張
の
際
の
旅
費
な
ど
も
そ
う
で
す
︒
し

た
が
っ
て
︑
年
休
取
得
日
に
通
勤
手

当
が
支
払
わ
れ
な
く
て
も
︑
当
然
︑

実
際
に
通
勤
実
費
が
か
か
っ
て
い
な
い

わ
け
で
す
か
ら
︑
こ
う
し
た
実
費
弁

償
的
な
手
当
で
あ
る
以
上
︑
年
休
を

取
得
し
た
こ
と
を
理
由
に
不
利
益
を

被
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ

ん
︒

　

こ
の
よ
う
に
し
て
み
て
い
く
と
︑
御

社
の
場
合
も
︑
通
勤
手
当
は
実
際
に

出
勤
し
た
日
だ
け
を
対
象
に
支
給
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
︑
明
ら

か
に
実
費
弁
償
的
な
手
当
で
あ
り
賃

金
と
は
い
え
ず
︑
年
休
取
得
日
は
通

勤
手
当
が
不
支
給
で
あ
っ
て
も
︑
労

基
法
第
24
条
は
も
と
よ
り
︑
同
法
附

則
第
１
３
６
条
の
不
利
益
取
扱
い
の
禁

止
規
定
に
も
触
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い

え
る
で
し
ょ
う
︒

　

た
だ
し
︑
就
業
規
則
等
で
︑
通
勤

手
当
の
支
給
要
件
に
つ
い
て
︑﹁
実
際

に
出
勤
し
た
日
に
つ
い
て
の
み
支
給
す

る
﹂
と
い
う
旨
の
支
給
基
準
が
明
確

で
な
い
場
合
に
は
︑
実
費
弁
償
で
は
な

く
賃
金
と
み
な
さ
れ
︑
不
利
益
取
扱

い
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
注
意
が

必
要
で
す
︒

Ａ�

支
給
を
出
勤
日
に
限
っ
て

い
れ
ば
実
費
弁
償
で
適
法

　

タ
イ
ヤ
店
の

前
を
通
る
と
︑

売
り
場
に
展
示

さ
れ
た
タ
イ
ヤ

が
ピ
カ
ピ
カ
と
光
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
黒
く
光

り
輝
く
タ
イ
ヤ
を
見
て
︑
ひ
と
り
の
ト
ラ
ッ
ク

ド
ラ
イ
バ
ー
が
あ
る
こ
と
を
思
い
つ
き
ま
し
た
︒

﹁
自
分
が
乗
る
ト
ラ
ッ
ク
の
タ
イ
ヤ
も
光
ら

せ
た
い
﹂
と
考
え
た
の
で
す
︒

　

彼
は
︑イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
後
︑

ス
プ
レ
ー
タ
イ
プ
の
﹁
油
性
ワ
ッ
ク
ス
﹂
を
購

入
︒
ト
ラ
ッ
ク
タ
イ
ヤ
の
側
面
に
吹
き
か
け
る

と
︑
ピ
カ
ピ
カ
と
光
り
輝
き
ま
し
た
︒
そ
の

後
も
数
日
お
き
に
吹
き
か
け
て
い
ま
し
た
が
︑

あ
る
日
を
境
に
状
況
が
一
変
し
た
の
で
す
︒

　

数
か
月
も
し
な
い
う
ち
に
︑
ス
プ
レ
ー
を

品
タ
イ
ヤ
を
販
売
す
る
タ
イ
ヤ

シ
ョ
ッ
プ
で
は
︑
石
油
成
分
が

含
ま
れ
て
い
な
い
︑
ボ
ト
ル
型
の

﹁
水
性
ワ
ッ
ク
ス
﹂
を
使
用
し
て
い
ま
す
︒
光

沢
が
出
る
上
︑
紫
外
線
か
ら
タ
イ
ヤ
を
守
る
効

果
も
高
い
の
で
︑
タ
イ
ヤ
に
使
う
の
で
あ
れ
ば
︑

ボ
ト
ル
型
の
水
性
ワ
ッ
ク
ス
が
ベ
ス
ト
で
す
︒

　

タ
イ
ヤ
は
﹁
油
﹂
と
名
の
付
く
も
の
は
す
べ
て

苦
手
で
︑
安
易
に
考
え
る
と
大
変
な
こ
と
に
な

り
ま
す
︒
実
は
数
年
前
か
ら
︑﹁
油
の
怖
さ
﹂
を

思
い
知
る
現
象
が
頻
発
し
て
い
る
の
で
す
︒

　

最
も
恐
ろ
し
い
の
が
こ
の
ケ
ー
ス
で
す
︒
ト
ラ

ッ
ク
に
備
え
付
け
ら
れ
た
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ
の
上
に

収
納
場
所
が
あ
る
と
︑
何
で
も
置
い
て
し
ま
う

人
が
い
ま
す
︒
驚
く
こ
と
に
︑
飲
料
用
の
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
に
﹁
軽
油
﹂
を
詰
め
替
え
た
も
の
ま
で

置
く
ド
ラ
イ
バ
ー
も
い
ま
す
︒

　

当
然
︑
軽
油
も
石
油
の
一
種
で
す
︒
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
を
置
い
た
ド
ラ
イ
バ
ー
は
﹁
蓋
が
締
ま
っ
て

吹
き
か
け
た
す
べ
て
の
タ
イ
ヤ
の
側
面
が
ヒ
ビ
割

れ
を
起
こ
し
︑
場
所
に
よ
っ
て
は
人
間
の
爪
を
入

れ
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
き
さ
の
亀
裂
が
入
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
︒

　

亀
裂
が
入
る
レ
ベ
ル
に
な
る
と
︑
そ
の
タ
イ
ヤ

は
も
う
使
え
ま
せ
ん
︒
こ
の
ワ
ッ
ク
ス
さ
え
使
わ

な
け
れ
ば
２
~
３
年
使
え
た
タ
イ
ヤ
で
し
た
が
︑

バ
ー
ス
ト
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
た
め
︑
ス
プ
レ

ー
缶
と
一
緒
に
処
分
す
る
選
択
を
し
ま
し
た
︒

　

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
﹁
油
性
ワ
ッ
ク
ス
の
弊
害
﹂

で
す
︒
油
性
ワ
ッ
ク
ス
は
︑
安
価
で
︑
か
つ
タ
イ

ヤ
の
光
沢
を
出
す
能
力
は
絶
大
な
の
で
す
が
︑

石
油
成
分
が
入
っ
て
い
る
た
め
︑
使
い
す
ぎ
て
し

ま
う
と
タ
イ
ヤ
の
ゴ
ム
構
造
を
破
壊
す
る
と
い

う
副
作
用
が
あ
り
ま
す
︒

　

そ
う
し
た
致
命
的
な
欠
点
が
あ
る
た
め
︑
新

い
る
の
で
大
丈
夫
﹂と
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
時
間
の
経
過
と
と
も
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
の
底
か
ら
軽
油
が
漏
れ
出
し
︑
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ

に
垂
れ
流
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
す
︒

　

タ
イ
ヤ
の
側
面
に
か
か
っ
た

油
に
は
︑
特
に
注
意
が
必
要
で

す
︒
軽
油
が
染
み
込
ん
だ
タ
イ

ヤ
側
面
部
分
は
︑
お
餅
を
焼
い

た
時
の
よ
う
に
膨
ん
で
い
き
ま

す
︒
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ
の
点
検
を

し
て
い
れ
ば
︑
そ
の
異
変
に
気

付
き
︑
大
事
に
至
る
こ
と
は
な

い
の
で
す
が
︑放
置
し
た
た
め
︑

ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ
は
盛
大
に
破
裂

し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒

　

一
度
タ
イ
ヤ
に
油
の
シ
ミ
が

付
い
て
し
ま
う
と
︑
た
と
え
亀

裂
な
ど
が
な
く
て
も
︑
い
ず
れ

必
ず
異
変
が
起
き
ま
す
︒
そ
の

時
は
︑
迷
わ
ず
新
品
交
換
し

た
方
が
安
全
で
す
︒

第
1１2
回 

「
軽
油
が
付
着
し
た
タ
イ
ヤ
」

物流ジャーナリスト　森田 富士夫

　

最
近
は
﹁
コ
ロ
ナ
運
賃
﹂
と
い

う
言
葉
を
耳
に
す
る
︒
コ
ロ
ナ
禍

で
業
績
が
低
下
し
た
荷
主
が
︑
運

賃
値
下
げ
を
要
求
︒
反
対
に
仕
事

が
減
っ
た
一
部
の
事
業
者
が
低
運

賃
を
提
示
す
る
な
ど
︑
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
か
ら
だ
︒
確
か
に
︑
需

給
関
係
の
変
化
か
ら
﹁
逆
風
﹂
が

吹
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
︒
そ
の
現
実
に
目
を
背
け
て
は

い
け
な
い
が
︑
同
時
に
︑
働
き
方

改
革
実
現
へ
の
取
り
組
み
も
重
要

だ
︒
そ
の
原
資
の
確
保
を
目
指
す

の
が
﹁
標
準
的
運
賃
﹂
で
あ
る
︒

　

あ
る
上
場
企
業
の
経
営
者
は
︑

﹁
確
か
に
運
賃
交
渉
は
厳
し
い
状

況
に
あ
る
︒
だ
が
︑
全
産
業
と
比

べ
約
２
割
も
労
働
時
間
が
長
く
︑

収
入
は
１
割
~
２
割
少
な
い
ト
ラ

ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
現
状
を
︑
全

産
業
並
み
に
し
よ
う
と
い
う
の
が

標
準
的
運
賃
だ
︒
現
状

の
運
賃
水
準
か
ら
み
れ

ば
︑
標
準
的
運
賃
は
か

な
り
高
い
︒
だ
が
逆
に
︑

標
準
的
運
賃
を
基
準
に

現
状
運
賃
を
み
る
と
︑

い
か
に
長
時
間
労
働
と

低
賃
金
に
甘
ん
じ
た
経

営
を
し
て
き
た
か
が
一

目
瞭
然
で
︑
反
省
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
︒

　

と
も
か
く
︑
標
準
的
運
賃
実

現
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
︒

北
海
道
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
︑

８
月
４
日
に
全
国
に
先
駆
け
て

﹁
標
準
的
な
運
賃
普
及
セ
ミ
ナ

ー
﹂
を
開
い
た
︒
他
の
都
府
県

ト
協
で
は
︑
９

月
か
ら
一
斉
に

開
催
が
予
定
さ

れ
て
い
る
︒
全

日
本
ト
ラ
ッ
ク

協
会
で
は
全
国

的
な
展
開
を
前

に
︑
８
月
19
日

に
事
務
局
向
け

説
明
会
を
開
い

た
︒
コ
ロ
ナ
感

染
防
止
も
あ
っ

て
リ
モ
ー
ト
参

加
の
協
会
が
多

か
っ
た
よ
う
だ

が
︑
直
接
参
加

し
た
複
数
の
出

席
者
の
話
で
は

﹁
事
業
法
改
正
の
目
的
と
標
準

的
運
賃
の
意
義
︑
標
準
的
運
賃

の
算
出
上
の
考
え
方
︑
標
準
的

運
賃
を
活
用
す
る
場
合
の
運
賃

料
金
変
更
届
出
書
や
運
賃
料

金
適
用
方
の
作
成
な
ど
に
つ
い

て
説
明
が
あ
っ
た
﹂
と
い
う
︒

　

ま
た
︑
説
明
会
で
は
﹁
そ
も
そ

も
論
﹂
も
強
調
さ
れ
た
と
い
う
︒

﹁
そ
も
そ
も
論
﹂
と
は
︑
コ
ロ
ナ

禍
で
の
運
賃
交
渉
が
容
易
で
は
な

い
現
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
︑
改

正
事
業
法
の
目
的
や
そ
の
大
き
な

柱
の
一
つ
で
あ
る
標
準
的
運
賃
の

意
義
な
ど
原
点
に
帰
る
こ
と
で
あ

る
︒
荷
主
交
渉
を
躊
躇
す
る
心
理

も
否
定
で
き
な
い
︒
だ
が
︑
標
準

的
運
賃
は
従
業
員
に
世
間
並
み
の

労
働
時
間
と
賃
金
を
保
証
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
的
だ
︒
そ

の
た
め
の
第
一
歩
は
︑﹁
普
及
セ
ミ

ナ
ー
﹂
な
ど
で
理
解
を
深
め
︑﹁
運

賃
料
金
変
更
届
﹂
を
提
出
す
る
こ

と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
実
際
の
交
渉

で
は
﹁
標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約

款
﹂
と
の
関
連
づ
け
な
ど
も
ポ
イ

ン
ト
に
な
ろ
う
︒

　

さ
ら
に
︑
標
準
的
運
賃
は
実
運

送
事
業
者
の
運
賃
な
の
で
︑
元
請

事
業
者
の
責
任
は
重
い
︒
先
の
上

場
企
業
で
は
﹁
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
構
築
宣
言
﹂を
公
表
し
て
い
る
︒

経
営
者
は
﹁
元
請
会
社
も
荷
主
勧

告
の
対
象
に
な
る
︒
し
か
も
所
管

が
国
土
交
通
大
臣
な
の
で
手
続
き

上
は
荷
主
勧
告
を
出
し
や
す
い
︒

不
名
誉
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う

に
と
社
内
に
徹
底
し
て
い
る
﹂
と

い
う
︒

第
261
回

働き方改革へ「Go To 標準的運賃」

　

国
土
交
通
省
で
は
９
月
７

日
㈪
~
18
日
㈮
の
期
間
︑
令

和
２
年
度
﹁
ト
ラ
ッ
ク
輸
送

に
お
け
る
省
エ
ネ
化
推
進
事

業
﹂（
経
済
産
業
省
資
源
エ

ネ
ル
ギ
ー
庁
連
携
事
業
）
第

３
次
公
募
を
実
施
す
る
︒

　

同
事
業
は
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
者
に
対
し
て
車
両
動

態
管
理
シ
ス
テ
ム
等
の
導
入

を
支
援
す
る
こ
と
で
︑
ト
ラ

ッ
ク
運
送
事
業
者
と
荷
主
が

連
携
し
て
物
流
全
体
の
効
率

化
を
図
り
︑
ト
ラ
ッ
ク
輸
送

の
省
エ
ネ
化
の
実
証
を
行
う

も
の
︒
補
助
対
象
は
︑
①
ト

ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
へ
の
車

両
動
態
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導

入
・
活
用
︑
②
荷
主
等
へ
の

予
約
受
付
シ
ス
テ
ム
等
の
導

入
・
活
用
︑
③
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
者
︑
荷
主
等
へ
の
配

車
計
画
シ
ス
テ
ム
の
導
入
・

活
用
︒
ま
た
︑
①
~
③
の
導

入
関
連
経
費
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
・
シ
ス
テ
ム
利
用
費
も
補

助
の
対
象
と
な
る
︒
予
算
額

は
４
億
円
︒

　

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
同
事

業
執
行
団
体
の
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
㈱
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
︒

 

﹁
サ
ポ
カ
ー
補
助
金
﹂

申
請
受
付
中

３
・
５
㌧
以
下
の
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
も
対
象

　

国
土
交
通
省
で
は
︑
65
歳

以
上
の
高
齢
運
転
者
に
よ

る
︑
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー

キ
や
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
急

発
進
等
抑
制
装
置
が
搭
載
さ

れ
た
安
全
運
転
サ
ポ
ー
ト
車

の
購
入
等
を
補
助
す
る
︑﹁
サ

ポ
カ
ー
補
助
金
﹂
の
申
請
受

付
を
実
施
し
て
い
る
︒

　

同
補
助
金
の
対
象
車
両
に

は
︑
３
・
５
㌧
以
下
の
事
業

用
ト
ラ
ッ
ク
も
含
ま
れ
て
お

り
︑
総
予
算
額
は
約
12
・
５

億
円
（
予
算
額
に
達
す
る
ま

で
受
付
）︒
な
お
︑
事
業
用

自
動
車
に
つ
い
て
は
︑
１
事

業
者
に
つ
き
雇
用
す
る
満
65

歳
以
上
の
高
齢
運
転
者
の
人

数
を
超
え
る
数
の
車
両
︑
後

付
け
装
置
の
補
助
の
交
付
は

受
け
ら
れ
な
い
︒

　

交
付
申
請
に
あ
た
っ
て
必

要
な
書
類
は
︑
①
交
付
申
請

書
兼
実
績
報
告
書
（
事
業
用

新
車
）︑
②
運
転
免
許
証
の

写
し
（
国
内
で
取
得
し
た
も

の
に
限
る
）︑
③
自
動
車
検

査
証
の
写
し（
新
規
登
録︹
検

査
︺
の
も
の
に
限
る
） 

︑
④

代
金
の
支
払
い
手
続
き
が
完

了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
注
文
書
の
写
し︹
推
奨
︺︑

リ
ー
ス
契
約
書
の
写
し
︑
領

収
書
の
写
し
等
）
な
ど
︒
な

お
︑事
業
者
登
録
の
申
請
は
︑

事
前
も
し
く
は
初
回
申
請
時

に
別
途
必
要
と
な
る
︒

　

概
要
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
︑
補
助
事
業
の
執
行
団
体

で
あ
る
（
一
社
）
次
世
代
自

動
車
振
興
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
︒

 

９
月
に
も
リ
モ
ー
ト
方
式

説
明
会
を
開
催

「
運
輸
防
災
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
指
針
」

　

国
土
交
通
省
で
は
現
在
︑

﹁
運
輸
防
災
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

指
針
﹂
に
関
す
る
事
業
者
向

け
説
明
会
を
開
催
し
て
い
る
︒

　

同
指
針
は
︑
頻
発
化
・
激

甚
化
す
る
自
然
災
害
が
輸
送

の
安
全
の
脅
威
に
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
運
輸
事
業
者
の

開
催
し
て
い
る
︒

　

９
月
18
日
㈮
に
は
︑
再
度

リ
モ
ー
ト
方
式
に
よ
る
説
明

会
が
開
催
さ
れ
る
︒
実
施
時

間
は
14
時
~
16
時
︑
募
集
人

 

Ｇ
Ｓ
・
フ
リ
ー
ト
Ｓ
Ｓ
利
用

時
の
マ
ス
ク
着
用
を
呼
び
か

け全
国
石
油
商
業
組
合
連
合
会

　

全
国
石
油
商
業
組
合
連
合

会
（
全
石
連
）
で
は
︑
新
型

数
は
３
０
０
人
（
各
社
１
人

限
定
）︒

　

な
お
︑
申
し
込
み
に
関
す

る
詳
細
は
︑
国
交
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
︒

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
を
受
け
︑﹁
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
を

策
定
︒
マ
ス
ク
着
用
や
手
指

消
毒
の
徹
底
な
ど
︑
感
染
防

止
対
策
の
徹
底
を
図
っ
て
い

る
︒

　

ま
た
全
石
連
で
は
︑
飛
沫

感
染
防
止
の
た
め
︑
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
（
Ｇ
Ｓ
）
や
フ

リ
ー
ト
Ｓ
Ｓ
に
お
い
て
︑
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
な
ど
の

利
用
者
に
対
し
︑
Ｇ
Ｓ
来
店

時
に
ス
タ
ッ
フ
へ
の
呼
び
か
け

を
行
う
際
に
は
︑
必
ず
マ
ス

ク
を
着
用
す
る
よ
う
協
力
を

呼
び
か
け
て
い
る
︒

防
災
意
識
を
一
層
向
上
さ

せ
︑
防
災
体
制
の
構
築
と
実

践
を
進
め
る
際
の
参
考
と
す

べ
き
考
え
・
心
得
を
取
り
ま

と
め
た
も
の
︒
国
交
省
で
は

７
月
以
降
︑
全
国
各
地
で
説

明
会
を
開
催
し
て
い
る
ほ
か
︑

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
を
図
る
た
め
︑
リ

モ
ー
ト
方
式
で
の
説
明
会
も

新
型
コ
ロ
ナ
に
係
る
指
定

期
間
を
12
月
１
日
ま
で

延
長

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
４
号

　

中
小
企
業
庁
は
８
月
24

日
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
係
る
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
保
証
４
号
の
指
定
期

間
を
３
か
月
延
長
し
︑
令
和

２
年
12
月
１
日
ま
で
と
す
る

こ
と
を
発
表
し
た
︒

　

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証

４
号
は
︑
自
然
災
害
等
の
突

発
的
事
由
（
噴
火
︑
地
震
︑

台
風
等
）
に
よ
り
経
営
の
安

定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
中

小
企
業
者
へ
の
資
金
供
給
の

円
滑
化
を
図
る
た
め
︑
災
害

救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
場
合

お
よ
び
都
道
府
県
か
ら
要
請

が
あ
り
国
と
し
て
指
定
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
︑
信
用
保
証
協
会
が
通
常

の
保
証
限
度
額
と
は
別
枠
で

借
入
債
務
の
１
０
０
％
を
保

証
す
る
制
度
︒

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
係
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
保
証
４
号
の
指
定
期
間

は
︑
こ
れ
ま
で
令
和
２
年
９

月
１
日
ま
で
と
し
て
い
た
が
︑

全
都
道
府
県
の
調
査
お
よ
び

要
請
を
踏
ま
え
︑
中
企
庁
で

は
指
定
期
間
の
延
長
を
決
め

た
︒

 

﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
特
別
利
子
補
給
事

業
﹂
を
開
始

中
小
機
構

　
（
独
）
中
小
企
業
基
盤
整

備
機
構
（
中
小
機
構
）
は
８

月
24
日
︑﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
特
別
利
子
補
給

事
業
﹂
と
し
て
︑
特
別
利
子

補
給
助
成
金
の
申
請
受
付
を

開
始
し
た
と
発
表
し
た
︒

　

同
事
業
は
︑
日
本
政
策
金

融
公
庫
（
日
本
公
庫
）︑
沖

縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
（
沖

縄
公
庫
）︑
商
工
組
合
中
央

金
庫
（
商
工
中
金
）
お
よ
び

日
本
政
策
投
資
銀
行
の
﹁
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

特
別
貸
付
﹂﹁
危
機
対
応
業
務

（
危
機
対
応
融
資
）﹂
等
の

特
別
利
子
補
給
の
対
象
と
な

る
貸
付
に
よ
り
借
入
を
行
っ

た
事
業
者
の
う
ち
︑
一
定
の

要
件
を
満
た
す
事
業
者
に
対

し
︑
貸
付
を
受
け
た
日
か
ら

最
長
３
年
間
に
あ
た
る
利
子

相
当
額
を
一
括
し
て
助
成
す

る
こ
と
に
よ
り
︑
実
質
的
な

無
利
子
化
を
実
現
す
る
も
の
︒

申
請
期
限
は
令
和
３
年
12
月

31
日
ま
で
（
当
日
消
印
有

効
）︒
申
請
に
関
す
る
詳
細

は
︑
中
小
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
参
照
の
こ
と
︒

車
両
動
態
管
理
シ
ス
テ
ム
等
の　

　
　
　
　
　
　
導
入
補
助
を
実
施

受
付
は
９
月
７
日
〜
18
日
ま
で
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問18　労働基準法の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以
外は考慮しないものとする。

　１．使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係
に関する重要な書類を1年間保存しなければならない。
　２．使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40 時間を超えて、労働させて
はならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時
間を超えて、労働させてはならない。
　３．使用者は、労働時間が 6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超え
る場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
　４．労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定め
るもののほかは、1年を超える期間について締結してはならない。

問19　労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、誤って
いるものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛
生規則に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなけ
ればならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヵ月を経過しない者を雇い入れ
る場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健
康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
　2．事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断
の結果を通知しなければならない。
　3．事業者は、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替
えの際及び 6ヵ月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める所定の項目につい
て医師による健康診断を行わなければならない。
　4．事業者は、労働安全衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自
ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断
の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）
に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出され
た日から4ヵ月以内に行わなければならない。

問 20　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目的等についての次の
文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当
する欄にマークしなさい。

　1．この基準は、自動車運転者（労働基準法（以下「法」という。）第 9 条に規定する労
働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務（厚生労働省労働基準局長が定めるものを
除く。）に主として従事する者をいう。以下同じ。）の労働時間等の改善のための基準を定
めることにより、自動車運転者の A 等の労働条件の向上を図ることを目的とする。
　2． B は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないこ
とはもとより、その C に努めなければならない。
　3．使用者は、 D その他の事情により、法第36 条第1項の規定に基づき臨時に労働
時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするよ
うに努めるものとする。

　　A　①　労働時間	 　②　運転時間
　　B　①　使用者	 　②　労働関係の当事者
　　C　①　維持		 　②　向上
　　D　①　運転者不足	 　②　季節的繁忙

問 21　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基準告示」という。）
及び厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事す
る自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」に関する次の記述のうち、正し
いものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者（以下「トラック運転者」と
いう。）の拘束時間については、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、
労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516 時間を
超えない範囲内において、320 時間まで延長することができる。
　２．使用者は、トラック運転者の1日（始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。）
についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場
合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘
束時間が15時間を超える回数は、2週間について3回以内とすること。
　３．使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準告示第 4条
の1ヵ月についての拘束時間及び1日の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下で
トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。
（1）2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21時間を超えてはな
らない。
（2）勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えなければならない。
　４．使用者は、業務の必要上、トラック運転者（1人乗務の場合）に勤務の終了後継続
8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤
務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割し
て与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において
1回当たり継続4時間以上、合計 8時間以上でなければならないものとする。

問 22　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の3日間の勤務状況の例を
示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基準
告示」という。）に定める拘束時間及び連続運転時間に関する次の記述のうち、正しいもの
を2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　１．各日の拘束時間は、1日目は12時間10分、2日目は12時間5分、3日目は12時間20分である。
　２．各日の拘束時間は、1日目は13時間40分、2日目は12時間5分、3日目は12時間20分である。
　３．	連続運転時間が改善基準告示に違反している勤務日は、1日目及び3日目であり、2日目は違反

していない。
　４．	連続運転時間が改善基準告示に違反している勤務日は、1日目及び2日目であり、3日目は違反

していない。

問 23　下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を
示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める拘束時
間及び運転時間等に照らし、次の1～4の中から違反している事項をすべて選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延
長に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間
を延長することができる月に該当するものとする。また、「時間外労働及び休日労働に関する
労働協定」があるものとする。

　　１．1日についての最大拘束時間
　　２．当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
　　３．1日を起算日とし、2週間を平均した1週間当たりの運転時間
　　４．1日についての拘束時間が15時間を超える1週間の回数

問 24　運行管理者の日常業務の記録等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用
紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．運行管理者は、事業用自動車の運転者が他の営業所に転出し当該営業所の運転者で
なくなったときは、直ちに、運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載して1
年間保存している。
　２．運行管理者は、運行記録計により記録される「瞬間速度」、「運行距離」及び「運行
時間」等により運転者の運行の実態や車両の運行の実態を分析し、運転者の日常の乗務を
把握し、過労運転の防止及び運行の適正化を図る資料として活用しており、この運行記録
計の記録を1年間保存している。
　3．運行管理者は、事業用自動車の運転者に対し、事業用自動車の構造上の特性、貨物
の正しい積載方法など事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び
自動車の運転に関して遵守すべき事項等について、適切に指導を行うとともに、その内容
等について記録し、かつ、その記録を営業所において1年間保存している。
　4．運行管理者は、事業用自動車の運転者に対する乗務前点呼において、酒気帯びの有
無については、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認するとともに、点呼
を行った旨並びに報告及び指示の内容等を記録し、かつ、その記録を1年間保存している。

問 25　一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・監督に関
する次の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．車長が長い自動車は、①内輪差が大きく、左折時に左側方のバイクや歩行者を巻き
込んでしまう、②狭い道路への左折時には、車体がふくらみ、センターラインをはみ出して
しまう、③右折時には、車体後部のオーバーハング部が隣接する車線へはみ出して車体後
部が後続車に接触する、などの事故の要因となり得る危険性を有していることを運転者に対
し指導している。
　２．鉄道車両など関係法令の制限を超えた積載物を運搬する場合は、関係当局から発行
された許可証を携行するとともに、許可の際に付された通行経路・通行時間等の条件を遵
守し、運送するよう指導している。また、運行前には、必ず、通行経路の事前情報を入手し、
許可された経路の道路状況を確認するよう指導している。
　３．国土交通大臣が認定する適性診断（以下「適性診断」という。）を受診した運転者の
診断結果において、「感情の安定性」の項目で、「すぐかっとなるなどの衝動的な傾向」と
の判定が出た。適性診断は、性格等を客観的に把握し、運転の適性を判定することにより、
運転業務に適さない者を選任しないようにするためのものであるため、運行管理者は、当
該運転者は運転業務に適さないと判断し、他の業務へ配置替えを行った。
　４．飲酒により体内に摂取されたアルコールを処理するために必要な時間の目安について
は、個人差はあるが、例えばチューハイ350ミリリットル（アルコール7％）の場合、概ね
2時間とされている。事業者は、これらを参考に、社内教育の中で酒気帯び運転防止の観
点から飲酒が運転に及ぼす影響等について指導している。

問 26　事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処に関する次の記述
のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」
の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は
考慮しないものとする。

　１．自動車の運転中に、心臓疾患（心筋梗塞、心不全等）や、大血管疾患（急性大動脈解離、
大動脈瘤破裂等）が起こると、ショック状態、意識障害、心停止等を生じ、運転者が事故を
回避するための行動をとることができなくなり、重大事故を引き起こすおそれがある。そのた
め、健康起因事故を防止するためにも発症する前の早期発見や予防が重要となってくる。
　２．事業者は、業務に従事する運転者に対し法令で定める健康診断を受診させ、その結
果に基づいて健康診断個人票を作成して5年間保存している。また、運転者が自ら受けた
健康診断の結果を提出したものについても同様に保存している。
　３．自動車事故報告規則に基づく平成 29 年中のすべての事業用自動車の乗務員に起因
する重大事故報告件数約 2,000 件の中で、健康起因による事故件数は約 300 件を占めて
いる。そのうち運転者が死亡に至った事案は60 件あり、原因病名別にみると、心臓疾患
が半数以上を占めている。
　４．睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、大きないびきや昼間の強い眠気など容易に自覚症状
を感じやすいので、事業者は、自覚症状を感じていると自己申告をした運転者に限定して、
SASスクリーニング検査を実施している。

問 27　自動車の運転に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、
適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．四輪車を運転する場合、二輪車との衝突事故を防止するための注意点として、①二輪
車は死角に入りやすいため、その存在に気づきにくく、また、②二輪車は速度が実際より速
く感じたり、距離が近くに見えたりする特性がある。したがって、運転者に対してこのよう
な点に注意するよう指導する必要がある。
　２．アンチロック・ブレーキシステム（ABS）は、急ブレーキをかけた時などにタイヤがロッ
ク（回転が止まること）するのを防ぐことにより、車両の進行方向の安定性を保ち、また、
ハンドル操作で障害物を回避できる可能性を高める装置である。ABS を効果的に作動させ
るためには、できるだけ強くブレーキペダルを踏み続けることが重要であり、この点を運転
者に指導する必要がある。
　３．バン型トラックの後方は、ほとんど死角となって見えない状態となることから、後退
時の事故の要因となることがある。その対策として、バックアイカメラを装着して、死角を大
きく減少させることができるが、その使用にあたっては、バックアイカメラにも限界があり、
過信しないよう運転者に指導する必要がある。
　４．車両の重量が重い自動車は、スピードを出すことにより、カーブでの遠心力が大きくなる
ため横転などの危険性が高くなり、また、制動距離が長くなるため追突の危険性も高くなる。
このため、法定速度を遵守し、十分な車間距離を保つことを運転者に指導する必要がある。

問 28　高速自動車国道において、A自動車（車両総重量8トンの事業用トラック）が前方の
B自動車とともにほぼ同じ速度で50メートルの車間距離を保ちながらB自動車に追従して走
行していたところ、突然、前方のB自動車が急ブレーキをかけたのを認め、A自動車も直ち
に急ブレーキをかけ、A自動車、B自動車とも停止した。A自動車、B自動車とも安全を確認
した後、走行を開始した。この運行に関する次のア～ウについて解答しなさい。

　なお、下図は、A自動車に備えられたデ
ジタル式運行記録計で上記運行に関して
記録された6分間記録図表の一部を示す。

　ア　左の記録図表からA自動車の急ブ
レーキを操作する直前の速度を読み取っ
たうえで、当該速度における空走距離（危
険認知から、その状況を判断してブレー
キを操作するという動作に至る間（空走時
間）に自動車が走行した距離）を求める
とおよそ何メートルか。次の①～②の中か
ら正しいものを1つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。なお、この
場合の空走時間は1秒間とする。
　①　15メートル　　②　20メートル

　イ　A自動車の急ブレーキを操作する
直前の速度における制動距離（ブレーキが実際に効き始めてから止まるまでに走行した距離）
を40メートルとした場合、A自動車が危険を認知してから停止するまでに走行した距離は、
およそ何メートルか。次の①～②の中から正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄に
マークしなさい。なお、この場合の空走時間は1秒間とする。
　①　55メートル　　②　60メートル

　ウ　B自動車が急ブレーキをかけA自動車、B自動車とも停止した際の、A自動車とB
自動車の車間距離は、およそ何メートルか。次の①～②の中から正しいものを1つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、この場合において、A自動車の制動距離
及び空走時間は上記イに示すとおりであり、また、B自動車の制動距離は35メートルとする。
　①　25メートル　　②　30メートル

問 29　荷主から貨物自動車運送事業者に対し、往路と復路において、それぞれ荷積みと荷
下ろしを行うよう運送の依頼があった。これを受けて、運行管理者は次に示す「当日の運
行計画」を立てた。
　この事業用自動車の運行に関する次のア～ウについて解答しなさい。なお、解答にあたっ
ては、「当日の運行計画」及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

「当日の運行計画」
往	路
〇　A営業所を出庫し、30キロメートル離れたB地点まで平均時速30キロメートルで走行する。
〇　B 地点にて20 分間の荷積みを行う。
〇　B 地点から165キロメートル離れたC地点までの間、一部高速自動車国道を利用し、
　平均時速 55キロメートルで走行して、C地点に12時に到着する。20 分間の荷下ろし後、
　1時間の休憩をとる。
復	路
〇　C 地点にて20 分間の荷積みを行い、13時 40 分に出発し、60キロメートル離れた D
　地点まで平均時速 30キロメートルで走行する。D地点で20 分間の休憩をとる。
○　休憩後、D地点からE 地点まで平均時速 25キロメートルで走行して、E 地点に18 時
　に到着し、20 分間の荷下ろしを行う。
〇　E 地点から20 キロメートル離れた A営業所まで平均時速 30 キロメートルで走行し、
　19 時に帰庫する。

　ア　C 地点に12時に到着させるためにふさわしいA営業所の出庫時刻 ア について、
　　次の①～④の中から正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　　①　7時 00 分　		②　7時 20 分　	③　7時 40 分	　④　8時 00 分
　イ　D地点とE地点間の距離 イ について、次の①～④の中から正しいものを1つ選び、
　　解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　　①　45キロメートル	 ②　50 キロメートル
　　③　55キロメートル	 ④　60 キロメートル
　ウ　当日の全運行において、連続運転時間は「自動車運転者の労働時間等の改善のため
　　の基準」に照らし、違反しているか否かについて、次の①～②の中から正しいものを1
　　つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
　　①　違反していない	 ②　違反している

問 30　平成 28 年中のトラック（最大積載量5トン以上）による死亡・重傷事故について、
事業用自動車の交通事故統計及び自動車事故報告規則により提出された事故報告書に基づ
き、下記のとおり、事故の特徴やその要因についての分析結果が導かれた。この分析結果
をもとに、【事業者及び運行管理者が実施すべき事故低減対策のポイント】の中から【事故
防止のための指導】として、A、B、Cに当てはまる最も直接的に有効と考えられる組合せを
下の枠内の選択肢（①～⑧）からそれぞれ1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさ
い。なお、解答にあたっては、下記に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

【事業者及び運行管理者が実施すべき事故低減対策のポイント】
　ア　右折するときは、対向車に注意して徐行するとともに、右折したその先の状況にも十
　　分注意を払い走行するよう運転者に対し指導する。
　イ　運転中は前方不注視となるのを防ぐため、喫煙や携帯電話の使用などは停車してか
　　ら行うよう運転者に対し指導する。
　ウ　右折するときは、対向車の速度が遅い場合などは自車の速度を落とさず交差点をす
　　ばやく右折するよう運転者に対し指導する。
　エ　大型車などは、内輪差が大きく、左側方の自転車や歩行者を巻き込んでしまう危険
　　があることから、慎重に安全を確認してから左折するよう運転者に対し指導する。
　オ　右折時に対向車が接近しているときは、その通過を待つとともに、対向車の後方に
　　も車がいるかもしれないと予測して、対向車の通過後に必ずその後方の状況を確認し
　　てから右折するよう運転者に対し指導する。
　カ　運転者の飲酒習慣を把握し、必要と考えられる運転者に対し、運転者の画像が確認
　　できるアルコールチェッカーを運行時に携帯させ、随時運転者の飲酒状況をチェックで
　　きるようにする。
　キ　衝突被害軽減ブレーキを装着したトラックの運転者に対しては、当該装置は、いか
　　なる走行条件においても、前方の車両等に衝突する危険性が生じた場合には、確実に
　　レーダー等で検知したうえで自動的にブレーキが作動し、衝突を確実に回避できるも
　　のであることを十分理解させる。
　ク　二輪自動車は車体が小さいため速度を誤認しやすいことから、右折の際は、対向す
　　る二輪自動車との距離などに十分注意するよう運転者に対し指導する。
　ケ　左折するときは、あらかじめ交差点の手前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、
　　できる限り道路の左側端に沿って徐行するよう運転者に対し指導する。
　コ　伝票等の確認は、走行中はわき見が原因で事故につながる可能性が高いことから、
　　安全な場所に移動し停止した後に行うよう運転者に対し指導する。
　サ　交差点を左折するときに、その進路の前方にある横断歩道を横断しようとする歩行
　　者がいる場合は、当該横断歩道を徐行し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行
　　するよう運転者に対し指導する。
　シ　左折する際は、左折前の確認に加えて、左折時にも再度歩行者や自転車等がいない
　　かをミラーや直視で十分確認するように運転者に対し指導する。

労働基準法関係4

実務上の知識及び能力5

【
正
答
表
】

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

4 2, 3 2 4 2, 4 2, 4 A:2,B:2
C:1 4 2 2

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

A:1,B :2
C:5,D:2 1 3 3 A:2 ,B:1

C:1 1 1, 2 2, 3 4 A :1,B :2
C:2,D:2

問 21 問 22 問 23 問 24 問 25 問 26 問 27 問 28 問 29 問 30

1, 3 2, 4 2   適  2,4
不適 1,3 1, 2  適 1,2,3

不適 4
 適 2,3,4
不適 1

ア:2,イ:2
ウ:1

ア:3,イ:2
ウ:1

A:5 ,B:3
C:8

①　アウオ	 ②　アウク	 ③　アオク	 ④　イカキ
⑤　イカコ	 ⑥　イカサ	 ⑦　エケサ	 ⑧　エケシ
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問１　一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている
事項以外は考慮しないものとする。

　１．一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなけ
ればならない。
　２．貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は
貨物軽自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運
送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送（自動車を使用して行う貨物の
運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運送をいう。
　３．特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所
その他の事業場（以下「事業場」という。）において、限定された貨物の集貨を行い、集貨
された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物
の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の
運送を定期的に行うものをいう。
　４．国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した場合を
含む。）において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、
又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約
款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。

問２　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の過労運転の防止等について
の法令の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄に
マークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮し
ないものとする。

　１．事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者（以下
「運転者」という。）を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日
々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者（14
日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）であってはならない。
　２．事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員（以下「乗務員」
という。）が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員
に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施
設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
　３．事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等に
より安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と
交替するための運転者を配置しておかなければならない。
　４．運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運
行記録計により記録しなければならない車両は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量
が5トン以上の普通自動車である。

問 3　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の安全管理規程等及び輸送の
安全に係る情報の公表についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙
の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。

　１．貨物自動車運送事業法（以下「法」という。）第16 条第1項の規定により安全管理規
程を定めなければならない事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で
定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
　２．事業用自動車（被けん引自動車を除く。）の保有車両数が100両以上の事業者は、安
全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき
も、同様とする。
　３．事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針
その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める①輸送の安全に関す
る基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則
第2条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法に
より公表しなければならない。
　４．事業者は、法第23 条（輸送の安全確保の命令）、法第26 条（事業改善の命令）又
は法第33 条（許可の取消し等）の規定による処分（輸送の安全に係るものに限る。）を受け
たときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとす
る措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

問 4　貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての法令等の定め
に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしな
さい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものと
する。

　１．次のいずれにも該当する一般貨物自動車運送事業者の営業所にあっては、当該営業
所と当該営業所の車庫間で行う点呼に限り、対面による点呼と同等の効果を有するものとし
て国土交通大臣が定めた機器を用いた点呼（以下「IT点呼」という。）を行うことができる。
　①　開設されてから3年を経過していること。
　②　	過去3年間所属する貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運転者が自ら

の責に帰する自動車事故報告規則第2条に規定する事故を発生させていないこと。
　③　過去3年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないこと。
　④　	貨物自動車運送適正化事業実施機関が行った直近の巡回指導において、総合評価が

「D、E」以外であり、点呼の項目の判定が「適」であること。
　２．同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良
事業所（Gマーク営業所）間で IT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼
を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。
　３．貨物自動車運送事業者は、点呼に用いるアルコール検知器を常時有効に保持しなけ
ればならない。このため、確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用し
た場合に、アルコールを検知しないこと及び洗口液等アルコールを含有する液体又はこれを
希釈したものをスプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場
合にアルコールを検知すること等により、定期的に故障の有無を確認しなければならない。
　４．運行管理者の業務を補助させるために選任された補助者に対し、点呼の一部を行わ
せる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼
を行うべき総回数の少なくとも2分の1以上でなければならない。

問 5　一般貨物自動車運送事業者の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提
出等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークし
なさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないもの
とする。

　１．事業用自動車が鉄道車両（軌道車両を含む。）と接触する事故を起こした場合には、
当該事故のあった日から15日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書（以
下「事故報告書」という。）を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局
長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
　２．事業用自動車の運転者が、運転中に胸に強い痛みを感じたので、直近の駐車場に駐
車し、その後の運行を中止した。当該運転者は狭心症と診断された。この場合、事故報告
書を国土交通大臣に提出しなければならない。
　３．事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中
の車両に追突したため、後続車 6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が
重傷、4人が軽傷を負った。この場合、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故
の概要を運輸支局長等に速報することにより、国土交通大臣への事故報告書の提出を省略
することができる。
　４．自動車の装置（道路運送車両法第 41条各号に掲げる装置をいう。）の故障により、事
業用自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する事故報告書に当該事
業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載し
た書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

問 6　次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者が行わなければならない
業務として、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答
にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．自動車事故報告規則第5条（事故警報）の規定により定められた事故防止対策に基
づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、事故を発生させた運転者に限り、指導
及び監督を行うこと。
　２．法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であって当該
貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前 3年間に初任診断（初任
運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの）を受診したことがない者に対
して、当該診断を受診させること。
　３．従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基
本的な方針を策定し、かつ、これに基づき指導及び監督を行うこと。
　４．法令の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運
転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更
の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。

問 7　一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運行の安全を確保するために、事業
者が行う国土交通省告示で定める特定の運転者に対する特別な指導の指針に関する次の文
中、A、B、Cに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する
欄にマークしなさい。

　１．軽傷者（法令で定める傷害を受けた者）を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該
事故前の A 間に交通事故を引き起こしたことがある運転者に対し、国土交通大臣が
告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させなければな
らない。
　２．運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者（当該貨物自動車運送事業者に
おいて初めて事業用自動車に乗務する前 B 間に他の一般貨物自動車運送事業者等によ
って運転者として常時選任されたことがある者を除く。）に対して、特別な指導を行わなけれ
ばならない。
　この指導の時期については、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に
乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後
C 以内に実施する。

　　A	 ①		1年	 　	②	３年
　　B	 ①		1年	 　	②	３年
　　C	 ①		1ヵ月　	②	３ヵ月

問 8　一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる乗務等の記録についての次の記
述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解
答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．事業用自動車に係る運転者の乗務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、そ
の地点及び日時を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」（法令に規定する運行
記録計に記録する場合は除く。以下同じ。）に記録させなければならない。ただし、10 分未
満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
　２．事業用自動車に係る運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しく
は自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生し
た場合にあっては、その概要及び原因について、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等
の記録」に記録をさせなければならない。
　3．事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が 8トン以上又は最大積載
量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあって、荷主の都合に
より集貨又は配達を行った地点（以下「集貨地点等」という。）で30 分以上待機したときは、
①集貨地点等、②集貨地点等に到着した日時、③集貨地点等における積込み又は取卸しの
開始及び終了の日時、④集貨地点等から出発した日時等を、当該乗務を行った運転者ごとに
「乗務等の記録」に記録させなければならない。
　４．事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が 8トン以上又は最大積載
量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、「貨物の積載
状況」を「乗務等の記録」に記録させなければならない。ただし、当該乗務において、法
令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗
務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。

問 9　自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙
の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。

　１．一時抹消登録を受けた自動車（国土交通省令で定めるものを除く。）の所有者は、自
動車の用途を廃止したときには、その事由があった日から15日以内に、国土交通省令で定
めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
　２．臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その
日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなけ
ればならない。
　３．登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し（整備又は改造のために解体
する場合を除く。）、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日（使用済自動
車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日）から15日以内に、当該
自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
　４．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運
送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う
変更登録の申請をしなければならない。

問10　自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙
の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。

　１．自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標
章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、運行の用に供することが
できる。
　２．初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990 キログラムの貨物の運送の用
に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。
　３．自動車の使用者は、自動車検査証又は検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が
困難となった場合には、その再交付を受けることができる。
　４．検査標章は、自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若し
くは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、
当該自動車に表示してはならない。

問11　道路運送車両法に定める検査等についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句
を下の枠内の選択肢（①～⑥）から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　１．登録を受けていない道路運送車両法第 4条に規定する自動車又は同法第 60 条第1
項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動
車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国
土交通大臣の行う A を受けなければならない。
　２．登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動
車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、
当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う B を受けなければならない。この場合に
おいて、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければなら
ない。
　３．自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で
定める場合を除き、その事由があった日から C 以内に、当該事項の変更について、国
土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
　４．国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災
その他やむを得ない事由により、 D を受けることができないと認めるときは、当該地域
に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する
旨を公示することができる。

　　①　新規検査　　②　継続検査	　　③　構造等変更検査
　　④　予備検査　　⑤　15日　　　　⑥　30日

問12　道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤
っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．自動車の前面ガラス及び側面ガラス（告示で定める部分を除く。）は、フィルムが貼り
付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転
者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が
60％以上であることが確保できるものでなければならない。
　２．貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が 8トン以上又は最大積
載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速 90 キロメートルを超えて走行しない
よう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、
告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。
　３．自動車の後面には、夜間にその後方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した
場合にその反射光を照射位置から確認できる赤色の後部反射器を備えなければならない。
　４．自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ（セミトレーラにあっ
ては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離）12メートル（セミトレー
ラのうち告示で定めるものにあっては、13メートル）、幅 2.5メートル、高さ3.8メートルを
超えてはならない。

問13　道路交通法に定める車両の交通方法等についての次の記述のうち、誤っているもの
を1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択
肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目
の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車（小型特殊自動車及び道路標識
等によって指定された自動車を除く。）は、当該道路の左側部分（当該道路が一方通行となっ
ているときは、当該道路）に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定める
ところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行する
ことができる。
　２．車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前（道路標識等による停止線が
設けられているときは、その停止線の直前。以下同じ。）で停止し、かつ、安全であること
を確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、
踏切の直前で停止しないで進行することができる。
　３．車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を
横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度
において歩道等を通行するときは、徐行しなければならない。
　４．貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量 8,500キログラムの自動車は、法令の
規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路
標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道（政
令で定めるものを除く。）における最低速度は、時速 50キロメートルである。

問14　道路交通法に定める追越し等についての次の記述のうち、誤っているものを１つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載され
ている事項以外は考慮しないものとする。

　１．車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両（以下「前
車」という。）の右側を通行しなければならない。ただし、法令の規定により追越しを禁止
されていない場所において、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側
端に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。
　２．車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、
若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等
の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
　３．車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある
交差点を除き、交差点の手前の側端から前に30メートル以内の部分においては、他の車両
（軽車両を除く。）を追い越そうとするときは、速やかに進路を変更しなければならない。
　４．車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行し
てくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更
してはならない。

問15　道路交通法及び道路交通法施行令に定める酒気帯び運転等の禁止等に関する次の
文中、A、B、Cに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当す
る欄にマークしなさい。

（1）何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
（2）何人も、酒気を帯びている者で、（1）の規定に違反して車両等を運転することとな　
　		るおそれがあるものに対し、 A してはならない。
（3）何人も、（1）の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、　
　		酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
（4）何人も、車両（トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業
						務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。）の運転者が酒気を帯びてい
						ることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要
						求し、又は依頼して、当該運転者が（1）の規定に違反して運転する B してはならない。
（5）（1）の規定に違反して車両等（軽車両を除く。）を運転した者で、その運転をした場合
					において身体に血液 1ミリリットルにつき 0.3 ミリグラム又は呼気 1リットルにつき
				 C ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3 年以下の懲役又は
					50万円以下の罰金に処する。

　　A　①　運転を指示	 ②　車両等を提供
　　B　①　車両に同乗	 ②　機会を提供
　　C　①　0.15	 	 ②　0.25

問16　道路交通法に定める交差点等における通行方法についての次の記述のうち、誤って
いるものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　１．車両等（優先道路を通行している車両等を除く。）は、交通整理の行われていない交
差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している
道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に
必ず一時停止しなければならない。
　２．車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況
に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該
交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度
と方法で進行しなければならない。
　３．車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、
できる限り道路の左側端に沿って（道路標識等により通行すべき部分が指定されているとき
は、その指定された部分を通行して）徐行しなければならない。
　４．左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央
又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方に
ある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当
該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

問17　道路交通法に定める運転者及び使用者の義務等についての次の記述のうち、正しい
ものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各
選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさ
せるおそれがあるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、点数制度による処分
に至らない場合であっても運転免許の停止処分を行うことができる。
　2．免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の
もの（当該講習を受ける必要がないものとして法令で定める者を除く。）は、更新期間が満
了する日前 6ヵ月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行った「高齢者講習」を
受けていなければならない。
　3．車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等によりその進路の前方
を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該歩行者等の直前で停止するこ
とができるような速度で進行し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
　4．下の道路標識は、「車両は、8時から20 時までの間は停車してはならない。」ことを示
している。

「道路標識、区画線及び道路標識に関する命令」に定める様式
斜めの帯及び枠を赤色、文字及び縁を白色、地を青色とする。

・問題は、1ページから30ページまでの30問です。
・答えを記入する際は、下記の事項に留意して下さい。
① 各問題の設問で求める数と異なる数の解答をしたもの、及び複数の解答を求める設

問で一部不正解のものは、正解としません。
② 解答にあたっては、各設問及び選択肢に記載された事項以外は、考慮しないものとし

ます。
③ 各設問及び選択肢に記載された（以下「・・」という。）及び（以下「・・」に同じ。）等

については、当該問題における記述に限り適用されます。
※問題文は原文のまま掲載しています。    

貨物自動車運送事業法関係1

道路運送車両法関係2

道路交通法関係3

運行管理者試験問題運行管理者試験問題 貨貨  

物物

　令和２年度・第１回「運行管理者試験（貨物）」が、８月 23 日（日）
に全国 47 都道府県で実施された。
　試験結果については、9 月 18 日（金）午前 9 時に、合格者の受験
番号が（公財）運行管理者試験センターのホームページ（https ://
www.unkan.or. jp）に掲載される。また、合否結果は「試験結果
通知書」により受験者本人宛てに郵送される。

令和２年度令和２年度
第１回第１回
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）
す
る
な
ど
し

た
︒

　

ま
た
︑
ト
ラ
ッ
ク
協
会
事

務
局
関
係
で
は
︑
矢
掛
輸
送

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
１
階

が
浸
水
︒
１
階
事
務
所
が
床

上
１
㍍
位
浸
か
っ
た
た
め
使

用
不
能
と
な
り
︑
同
年
は
年

末
ま
で
倉
敷
支
部
に
間
借
り

し
て
運
営
を
行
っ
た
ほ
か
︑

新
車
へ
更
新
し
た
ば
か
り
の

巡
回
用
車
両
３
台
も
浸
水
す

る
な
ど
し
た
︒

　
﹁
岡
山
県
内
で
大
規
模
な

浸
水
被
害
が
あ
っ
た
の
が
︑

30
年
７
月
６
日
金
曜
日
の
夜

間
か
ら
７
日
土
曜
日
の
早
朝

に
か
け
て
で
し
た
︒
岡
山
県

ト
協
と
し
て
は
︑
７
日
の
朝

に
遠
藤
俊
夫
会
長
を
本
部
長

と
す
る
災
害
対
策
本
部
を
立

ち
上
げ
︑
そ
れ
と
前
後
し
て

岡
山
県
か
ら
岡
山
県
ト
協
に

対
し
て
緊
急
支
援
物
資
輸
送

の
要
請
が
あ
り
ま
し
た
︒
岡

山
県
ト
協
で
は
土
曜
出
勤
の

職
員
が
い
た
の
で
︑
県
か
ら

第
一
報
を
受
け
た
職
員
か
ら

　

岡
山
県
ト
協
と
し
て
は
︑

発
災
当
日
に
役
職
員
が
本
部

事
務
局
に
駆
け
付
け
︑
規
定

通
り
に
防
災
・
緊
急
輸
送
態

勢
を
整
え
︑
第
一
報
を
受
け

た
緊
急
支
援
物
資
輸
送
の
手

配
・
配
送
も
即
日
完
了
し

た
︒そ
の
後
一
週
間
ほ
ど
は
︑

県
か
ら
の
単
発
の
輸
送
依
頼

が
続
い
た
︒こ
の
間
は
︑毛
布
︑

石
灰
の
輸
送
な
ど
単
発
輸
送

が
あ
っ
た
が
︑
組
織
的
・
継

続
的
な
輸
送
と
い
う
感
じ
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
︒後
日
︑

役
職
員
へ
連
絡
が
ま
わ
り
︑

通
常
で
あ
れ
ば
休
日
で
あ
っ

た
役
職
員
が
急
遽
出
勤
し
ま

し
た
︒
当
日
は
︑
岡
山
市
内

東
部
地
域
で
も
大
規
模
な
浸

水
被
害
が
あ
り
︑
ま
た
︑
山

間
部
で
の
土
砂
崩
れ
な
ど
の

ほ
か
︑
高
速
道
路
が
通
行
止

め
に
な
っ
て
い
た
影
響
で
︑
一

般
道
路
へ
車
両
が
殺
到
し
て

し
ま
い
交
通
障
害
が
発
生
し

て
い
ま
し
た
︒
役
職
員
の
中

に
は
︑
通
常
30
分
で
事
務
所

ま
で
通
勤
で
き
て
い
る
道
の

り
が
３
時
間
半
く
ら
い
か
か

っ
た
者
も
い
ま
し
た
﹂（
西
田

末
廣
専
務
理
事
）

分
か
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑

当
時
は
ほ
ぼ
自
衛
隊
が
緊
急

支
援
物
資
輸
送
を
担
当
し
て

お
り
︑
自
衛
隊
の
輸
送
の
補

完
的
な
意
味
合
い
の
輸
送
業

務
が
主
だ
っ
た
と
い
う
︒

　

実
は
︑
岡
山
県
で
は
同
県

や
国
土
交
通
省
︑
岡
山
県
ト

協
︑
岡
山
市
︑
倉
敷
市
︑
津

山
市
︑
岡
山
県
倉
庫
協
会
な

ど
で
構
成
さ
れ
る
﹁
岡
山
県

支
援
物
資
物
流
体
制
強
化
検

討
協
議
会
﹂
が
28
年
８
月
に

設
置
さ
れ
︑
県
内
で
大
規
模

災
害
が
発
生
し
た
場
合
︑
被

災
地
に
必
要
な
緊
急
支
援
物

資
を
確
実
に
輸
送
す
る
た
め

の
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有

や
活
用
︑
ま
た
関
係
機
関
相

互
の
連
携
強
化
な
ど
に
つ
い

て
検
討
を
重
ね
て
い
た
︒
同

協
議
会
で
は
︑課
題
の
分
析
︑

緊
急
支
援
物
資
輸
送
業
務
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
な
ど
を
進

め
て
い
た
︒
29
年
に
は
﹁
物

資
支
援
グ
ル
ー
プ
運
営
マ
ニ

ュ
ア
ル
﹂
が
策
定
さ
れ
︑
翌

30
年
２
月
に
改
定
さ
れ
た
ば

か
り
で
︑
こ
の
中
で
は
岡
山

県
の
一
次
物
資
拠
点
を
︑﹁
コ

ン
ベ
ッ
ク
ス
岡
山
﹂
と
す
る

手
順
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い

た
︒

　

ま
た
︑
緊
急
輸
送
業
務
に

関
連
す
る
協
定
に
つ
い
て
も
︑

岡
山
県
と
岡
山
県
ト
協
で

は
︑
18
年
４
月
に
﹁
物
資
の

緊
急
輸
送
・
救
援
輸
送
﹂
に

つ
い
て
締
結
済
み
で
︑
さ
ら

に
︑
29
年
12
月
に
は
︑﹁
物

資
拠
点
へ
の
物
流
専
門
家
の

派
遣
﹂を
追
記
済
み
だ
っ
た
︒

　

同
協
定
で
は
︑
物
流
専
門

家
の
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て

も
︑﹁
物
資
拠
点
の
運
営
︑

物
資
の
受
入
れ
︑
荷
役
︑
仕

分
け
︑
保
管
及
び
出
庫
等
の

物
流
業
務
﹂︑﹁
物
流
業
務
に

必
要
と
な
る
施
設
及
び
資
機

材
等
の
提
供
﹂︑﹁
物
流
業
務

に
必
要
と
な
る
人
員
（
作
業

員
等
）
の
派
遣
﹂
と
︑
具
体

的
に
明
記
さ
れ
て
い
た
︒

　
﹁
こ
う
し
た
協
定
に
基
づ
い

て
︑
30
年
１
月
25
日
︑
26
日

の
両
日
︑
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
岡
山

で
物
資
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
訓

練
を
実
施
し
ま
し
た
︒
こ
れ

は
︑
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
岡
山
に
一

次
物
資
拠
点
を
開
設
す
る
こ

と
と
︑
国
か
ら
の
プ
ッ
シ
ュ
型

支
援
物
資
を
一
次
物
資
拠
点

で
受
け
入
れ
︑
荷
下
ろ
し
・

積
替
え
を
行
っ
た
上
で
市
町

村
の
二
次
物
資
拠
点
へ
輸
送

す
る
も
の
で
す
︒
関
係
機
関

が
一
堂
に
会
し
︑
訓
練
は
非

常
に
ス
ム
ー
ズ
に
い
き
ま
し

た
︒
し
か
し
︑﹃
平
成
30
年

７
月
豪
雨
﹄
の
際
に
は
︑
当

時
訓
練
に
参
加
さ
れ
た
方
々

が
救
命
・
救
急
の
現
場
に
派

遣
さ
れ
︑
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
岡

山
に
駆
け
付
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
な
ど
︑
オ
ペ
レ

ー
シ
ョ
ン
訓
練
通
り
に
い
か

な
か
っ
た
よ
う
で
す
﹂（
井
内

正
明
事
務
局
長
）

　

岡
山
県
で
は
︑
前
述
の
よ

う
に
一
次
物
資
拠
点
に
つ
い

て
は
︑
当
初
か
ら
コ
ン
ベ
ッ
ク

ス
岡
山
に
開
設
す
る
こ
と
が

決
定
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑

二
次
物
資
拠
点
に

つ
い
て
は
︑
協
議

会
で
も
市
町
村
等

の
自
治
体
ご
と
に

候
補
を
持
ち
寄

り
︑
そ
の
後
に
選

定
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
︒
こ
の

た
め
︑﹁
平
成
30

年
７
月
豪
雨
﹂
が

発
生
し
た
時
点
で

は
︑
一
次
物
資
拠

点
だ
け
は
既
定
で

あ
っ
た
が
︑
二
次

物
資
拠
点
は
発
災

後
に
探
す
こ
と
に

な
っ
た
︒
結
果
的

に
︑
被
災
状
況
等

様
々
な
要
素
か

ら
︑
倉
敷
市
真
備
町
の
真
備

総
合
公
園
体
育
館
に
決
定

し
︑
そ
こ
か
ら
倉
敷
市
内
の

大
小
約
70
か
所
の
避
難
所
へ

輸
送
と
い
う
緊
急
支
援
物
資

の
流
れ
が
完
成
し
た
︒

　

な
お
︑
岡
山
県
ト
協
か
ら

コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
岡
山
に
物
流

専
門
家
を
派
遣
し
︑
所
属
会

員
事
業
者
を
擁
し
て
組
織

的
︑
本
格
的
に
稼
働
し
た
の

は
７
月
15
日
の
日
曜
日
か
ら

と
な
る
︒
ち
な
み
に
︑
政
府

が
プ
ッ
シ
ュ
型
物
資
輸
送
の

た
め
に
﹁
緊
急
物
資
調
達
・

輸
送
チ
ー
ム
﹂
を
設
置
し
た

の
が
７
月
10
日
で
あ
り
︑
15

日
に
岡
山
県
ト
協
が
一
次
物

資
拠
点
運
営
に
参
画
す
る
ま

で
は
︑
一
次
物
資
拠
点
の
緊

急
支
援
物
資
は
自
衛
隊
が
管

理
・
輸
送
し
た
︒

　
﹁
岡
山
県
ト
協
と
し
て
緊

急
支
援
物
資
輸
送
に
携
わ
っ

た
車
両
は
延
べ
２
２
９
台
︑

派
遣
し
た
物
流
専
門
家
は
延

べ
36
人
︑
ま
た
︑
物
流
専
門

家
の
ほ
か
拠
点
内
で
荷
役
︑

仕
分
け
な
ど
に
従
事
し
た
作

業
員
は
延
べ
１
７
２
人
と
な

り
ま
す
︒
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
岡
山

で
の
活
動
は
︑
７
月
15
日
か

ら
大
体
お
盆
前
ま
で
で
終
了

し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
二
次
物

資
拠
点
と
な
っ
た
真
備
総
合

公
園
体
育
館
で
の
荷
受
け
︑

荷
役
︑
仕
分
け
︑
出
庫
な
ど

全
体
の
管
理
は
ヤ
マ
ト
運
輸

㈱
に
担
当
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
︒
当
初
︑
一
次
物
資
拠

点
も
二
次
物
資
拠
点
も
混
乱

し
ま
し
た
が
︑
一
次
物
資
拠

点
に
は
岡
山
県
ト
協
︑
岡
山

県
貨
物
運
送
㈱
︑
日
本
通
運

㈱
な
ど
が
関
与
し
︑
二
次
物

資
拠
点
に
つ
い
て
ヤ
マ
ト
運

輸
が
運
営
し
て
か
ら
は
︑
非

常
に
順
調
に
な
っ
た
と
聞
い

て
い
ま
す
﹂（
井
内
事
務
局
長
）

　

近
年
、
我
が
国
で
は
、
地
震
や
台
風
、

大
雨
や
豪
雪
と
い
っ
た
様
々
な
自
然
災
害

が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
。
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
で
は
、
そ
う
し
た
自
然
災
害

が
発
生
し
た
際
に
は
、
国
や
自
治
体
と
の

協
定
を
基
に
緊
急
支
援
物
資
輸
送
を
迅
速

に
展
開
し
、
被
災
者
の
命
・
生
活
を
支
え

る
、「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
し
て
の
役
割

を
懸
命
に
果
た
す
と
と
も
に
、
復
興
・
復

旧
に
も
貢
献
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、『
広
報
と
ら
っ
く
』
で
は
、

令
和
２
年
度
の
シ
リ
ー
ズ
企
画
と
し
て
、

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
お
け
る
社
会
的
使

命
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
緊
急
支
援
物
資
輸

送
」
を
は
じ
め
と
し
た
、
防
災
へ
の
取
り

組
み
を
紹
介
し
て
い
く
。

　

今
回
は
、「
平
成
30
年
７
月
豪
雨
」
に

見
舞
わ
れ
た
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
（
遠
藤
俊
夫
会
長
）
の
取
り

組
み
を
紹
介
す
る
。

倉
敷
市
真
備
町
で
深
刻
な
水
害

会
員
企
業
に
も
被
害
広
が
る

「
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
岡
山
」
に
一
次
物
資
拠
点

平
成
30
年
１
月
に
は
訓
練
実
施

西田　末廣
専務理事

井内　正明
事務局長豪雨被害で流された大型トラック（平成30年7月15日倉敷市真備町）

岡山県の緊急支援物資第一次拠点となった「コンベックス岡山」

7月15日からトラック協会が運営を引き継いだコンベックス岡山の内部

第
３
回　
「
平
成

第
３
回　
「
平
成
3030
年
７
月
豪
雨
」
で
の
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
取
り
組
み

年
７
月
豪
雨
」
で
の
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
取
り
組
み

『広報とらっく』令和２年度シリーズ企画『広報とらっく』令和２年度シリーズ企画

大規模自然災害から人々の暮らしを守るトラック運送業界大規模自然災害から人々の暮らしを守るトラック運送業界
「
晴
れ
の
国
」
を
襲
っ
た
大
規
模
浸
水
被
害

「
晴
れ
の
国
」
を
襲
っ
た
大
規
模
浸
水
被
害

日
頃
か
ら
の
備
え
と
物
流
専
門
家
の
重
要
性
を
再
認
識

日
頃
か
ら
の
備
え
と
物
流
専
門
家
の
重
要
性
を
再
認
識
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ウィズ・コロナ……「お店の人の名前じゃなくて、眉と目に特化した美容室
だそうよ」

法令　　  クイズ
マル　 バツ

 〜徐行編〜
 【解 答】２面に問題

❶ ○（法第42条第2号）車両等は、道
路のまがりかど附近、上り坂の頂上附
近又は勾配の急な下り坂を通行する
ときは、徐行しなければならない。
❷ ○（法第9条）車両は、歩行者用
道路を許可を受けて通行するときは、
特に歩行者に注意して徐行しなけれ
ばならないと定められている。この場
合、歩行者がいなくても徐行しなけれ
ばならない。
❸ ○（法第37条の2第2項）車両等は、
環状交差点に入ろうとするときは、徐
行しなければならない。

❹ ×（法第71条第3号）道路の左側
部分に設けられた安全地帯の側方を
通過する場合において、当該安全地帯
に歩行者がいるときは徐行することと
定められており、歩行者がいない場合
は徐行の義務はない。
❺ ×（法第31条）路面電車に乗降する
者がいない場合において当該路面電
車の左側に当該路面電車から1.5メー
トル以上の間隔を保つことができると
きは、徐行して当該路面電車の左側を
通過することができると定められてお
り、徐行が義務づけられている。

食
　
文
　
化

食
　
文
　
化

182「
郷
土
料
理
の
す
す
め
⑦
」 

八
丁
味
噌
の
田
楽

　

夏
の
ス
タ
ミ
ナ
補
給
に
は

甘
辛
味
が
い
い
︒
や
わ
や
わ

し
た
豆
腐
に
甘
辛
味
の
味
噌

が
た
っ
ぷ
り
か
か
っ
た
田
楽

を
ほ
お
ば
る
と
︑
運
転
疲
れ

が
吹
っ
飛
ぶ
︒
ご
飯
に
合
う

の
も
う
れ
し
い
と
こ
ろ
だ
︒

　

そ
う
い
え
ば
︑
豆
腐
田
楽

の
名
所
は
城
下
町
に
多
い
︒

武
将
た
ち
も
田
楽
で
英
気
を

養
っ
た
の
だ
ろ
う
し
︑
昔
か

ら
味
噌
は
兵
糧
に
な
る
く
ら

い
に
栄
養
の
塊
な
の
で
あ
る
︒

　

好
例
が
︑
信
長
・
秀
吉
・

家
康
の
三
英
傑
を
輩
出
し
た

愛
知
県
の
豆
味
噌
︒
大
豆
︑

大
豆
麹
︑
塩
だ
け
で
仕
込
む

う
ま
味
た
っ
ぷ
り
の
辛
口
味

噌
だ
︒
な
か
で
も
︑
徳
川
家

康
が
生
ま
れ
た
岡
崎
に
は

﹁
八
丁
味
噌
﹂
と
い
う
名
品

が
あ
り
︑
こ
の
豆
腐
田
楽
は

っ
て
蔵
を
並
べ
る
︒
２
社
で
八

丁
味
噌
協
同
組
合
を
つ
く
っ

て
︑
本
場
の
本
物
の
味
を
伝

え
て
い
る
の
だ
︒

　

ど
ち
ら
の
蔵
も
江
戸
時
代

初
期
か
ら
伝
わ
る
製
法
を
き

っ
ち
り
守
っ
て
い
て
︑
大
豆
麹

の
味
噌
玉
を
木
桶
に
仕
込

み
︑
上
に
河
原
石
を
積
み
上

げ
て
重
石
と
し
︑
約
２
年
間

に
わ
た
っ
て
発
酵
さ
せ
る
︒

厚
な
味
噌
味
が
共
鳴
し
︑
酒

を
招
き
寄
せ
る
︒
そ
の
と
き
︑

田
楽
を
少
し
残
し
て
お
い

て
︑
締
め
の
菜
飯
の
お
伴
に

す
る
の
が
賢
い
︒
菜
飯
は
︑

し
ん
な
り
干
し
た
大
根
葉
を

ご
飯
と
和
え
た
も
の
︒
ち
ら

ち
ら
見
え
る
緑
が
美
し
く
︑

戦
国
時
代
以
来
ず
っ
と
味
噌

田
楽
の
名
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ

る
︒ 

（
む
か
さ
・
ち
え
こ
）

絶
品
で
あ
る
︒

　

八
丁
味
噌
と
い
う
名
称

は
︑
家
康
誕
生
の
岡
崎
城
か

ら
西
へ
八
丁
（
約
８
７
０
㍍
）

行
っ
た
八
丁
村
（
現
・
八
帖

町
）
で
醸
造
さ
れ
た
こ
と
に

ち
な
む
︒
現
代
も
︑
旧
東
海

道
を
隔
て
て
﹁
合
資
会
社
八

丁
味
噌
（
カ
ク
キ
ュ
ー
）﹂
と

﹁
株
式
会
社
ま
る
や
八
丁
味

噌
（
ま
る
や
）﹂
が
向
か
い
合

そ
れ
だ
け
に
︑
完
成
し
た
味

噌
は
滋
味
に
満
ち
︑
煮
込
ん

で
も
風
味
が
失
せ
な
い
︒

　

八
丁
味
噌
の
真
髄
を
地
元

で
味
わ
う
な
ら
︑
岡
崎
公
園

内
の
﹁
八
千
代
本
店
﹂
に
限

る
︒
豆
腐
田
楽
は
竹
串
に
豆

腐
を
刺
し
て
焼
き
︑
み
り
ん

な
ど
で
味
を
調
え
た
味
噌
を

艶
よ
く
か
け
て
あ
る
︒
口
へ

運
ぶ
と
︑
豆
腐
の
淡
味
と
濃

　

ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
当
時
担

当
し
た
業
務
を
整
理
す
る

と
︑
国
の
要
請
に
よ
り
指
定

公
共
機
関
で
あ
る
大
手
５
社

が
輸
送
し
た
プ
ッ
シ
ュ
型
支

援
物
資
を
一
次
物
資
拠
点

（
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
岡
山
）
で

受
け
入
れ
（
７
月
14
日
ま
で

自
衛
隊
が
一
次
物
資
拠
点
を

管
理
・
運
営
）︑
物
資
拠
点

の
運
営
︑物
資
の
受
け
入
れ
︑

荷
役
︑
仕
分
け
︑
保
管
お
よ

び
出
庫
等
の
物
流
業
務
を
行

う
と
と
も
に
︑
二
次
物
資
拠

点（
真
備
総
合
公
園
体
育
館
）

ま
で
輸
送
︑
そ
こ
か
ら
各
避

難
所
へ
緊
急
支
援
物
資
を
輸

送
し
た
（
図
）︒

　
﹁
当
時
︑
プ
ッ
シ
ュ
型
輸
送

で
ど
ん
ど
ん
物
資
が
届
き
︑

あ
っ
と
い
う
間
に
一
次
物
資

拠
点
が
満
タ
ン
に
な
っ
た
そ

う
で
す
︒
県
や
市
の
職
員
し

か
い
な
い
と
こ
ろ
に
プ
ッ
シ
ュ

型
輸
送
の
物
資
が
届
い
た
の

で
︑
荷
捌
き
が
滞
っ
た
た
め

で
す
︒
ま
た
︑
二
次
物
資
拠

点
で
は
︑
混
乱
の
あ
ま
り
避

難
所
の
方
か
ら
必
要
な
モ
ノ

を
引
き
取
り
に
く
る
方
式
が

し
ば
ら
く
続
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
︒
私
ど
も
が
一
次
物

資
拠
点
の
運
営
に
参
画
し
て

か
ら
は
︑
訓
練
通
り
に
床
面

に
テ
ー
プ
を
貼
っ
て
︑
荷
物

の
入
り
方
の
順
番
な
ど
を
指

示
し
て
︑
流
れ
を
整
理
し
ま

し
た
︒
そ
れ
ま
で
は
︑
食
料

品
や
日
用
品
︑
雑
貨
品
も
乱

雑
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
指

示
で
き
る
物
流
専
門
家
が
い

な
い
と
︑
必
要
な
も
の
が
ど

の
よ
う
な
順
番
に
流
れ
る
の

か
︑ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
︑

効
率
よ
く
搬
出
す
る
の
か
な

ど
︑
全
体
を
見
て
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う

で
す
︒
緊
急
時
で
は
︑
ど
こ

の
自
治
体
も
そ
う
だ
と
思
い

ま
す
が
︑
災
害
が
発
生
し
て

す
ぐ
は
﹃
人
命
救
助
優
先
﹄

な
の
で
︑
危
機
管
理
を
担
当

す
る
部
署
で
は
︑
そ
ち
ら
に

人
員
を
取
ら
れ
︑
物
資
に
つ

い
て
は
他
の
部
署
か
ら
派
遣

さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
が
扱
う
な

ど
︑
残
念
な
が
ら
訓
練
が
活

か
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
﹂（
西

田
専
務
理
事
）

　

ま
た
︑
西
田
専
務
理
事
︑

井
内
事
務
局
長
と
も
に
︑
一

次
・
二
次
物
資
拠
点
の
運
営

だ
け
で
な
く
︑
随
所
で
﹁
担

当
者
と
の
連
絡
体
制
が
重
要
﹂

﹁
や
っ
ぱ
り
物
流
専
門
家
が

必
要
﹂
と
い
う
場
面
に
遭
遇

し
た
と
い
う
︒
拠
点
運
営
中

に
よ
く
あ
っ
た
の
が
︑
急
な

発
注
だ
っ
た
︒
そ
の
な
か
の
一

つ
の
例
を
挙
げ
る
と
︑夕
方
に
︑

﹁
明
日
の
朝
一
番
に
大
型
車

２
台
を
﹂
と
い
う
連
絡
が
あ

っ
て
も
︑
即
座
に
対
応
で
き

な
い
と
い
う
残
念
な
ケ
ー
ス

が
あ
っ
た
︒
平
時
で
も
急
す

ぎ
る
輸
送
要
請
で
︑
ど
の
事

業
者
か
ら
も
﹁
で
き
れ
ば
︑

前
日
の
昼
12
時
ま
で
に
連
絡

が
ほ
し
い
﹂
と
言
わ
れ
︑
な

ん
と
か
対
応
し
て
も
ら
っ
た

が
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
不
足
が
深

刻
な
現
在
で
は
︑
ド
ラ
イ
バ

ー
の
や
り
く
り
が
つ
か
ず
に

管
理
職
が
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
る

よ
う
な
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
︒

　
﹁
宅
配
便
の
よ
う
に
は
動

け
な
い
の
を
分
か
っ
て
ほ
し
い

と
感
じ
︑
発
注
側
に
も
そ
の

旨
を
伝
え
た
の
で
す
が
︑
担

当
者
が
毎
回
変
わ
る
の
で
︑

な
か
な
か
引
き
継
ぎ
が
う
ま

く
い
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
︒
ま
た
︑
物
流

専
門
家
は
︑
オ
ー
ダ
ー
表
を

見
て
パ
レ
ッ
ト
を
使
用
す
る

か
否
か
や
︑荷
姿
や
重
さ
で
︑

車
両
の
大
き
さ
︑
台
数
な
ど

が
ど
の
く
ら
い
必
要
か
を
即

座
に
判
断
で
き
︑
こ
れ
は
︑

本
当
に
専
門
家
で
な
い
と
活

躍
で
き
な
い
部
分
だ
と
思
い

ま
し
た
︒
さ
ら
に
︑
避
難
所

へ
と
向
か
う
二
次
物
資
拠
点

を
運
営
し
た
ヤ
マ
ト
運
輸
が

持
ち
込
ん
だ
タ
ブ
レ
ッ
ト
を

使
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
︑
避
難

所
か
ら
の
ニ
ー
ズ
を
吸
い
上

げ
て
配
送
し
て
い
ま
し
た
が
︑

必
要
な
も
の
を
必
要
な
分
だ

け
届
け
る
な
ど
︑ま
さ
に
﹃
プ

ロ
の
力
﹄
が
発
揮
さ
れ
た
と

思
い
ま
す
﹂（
井
内
事
務
局
長
）

　

今
回
︑
西
田

専
務
理
事
は
︑

実
際
に
災
害
を

経
験
し
て
︑﹁
改

め
て
︑
毎
年
実

施
し
て
い
る
訓

練
が
重
要
﹂
と

感
じ
た
と
い
う
︒

ま
た
︑
訓
練
で

得
た
知
識
や
経

験
を
自
分
で
活

か
す
だ
け
で
な

く
︑﹁
他
の
関
係

防
災
機
関
と
の

強
固
な
連
絡
・

連
携
体
制
を
築

い
て
お
く
必
要

が
あ
る
﹂
と
痛
感
︒
災
害
は

い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
︒

担
当
者
が
異
動
す
る
の
は
仕

方
な
い
が
︑
訓
練
し
た
ノ
ウ

ハ
ウ
や
知
識
を
そ
の
ま
ま
引

き
継
が
な
い
の
は
大
き
な
損

失
で
あ
り
︑
被
災
者
に
と
っ

て
不
幸
だ
︒

　

ま
た
︑
ト
ラ
ッ
ク
協
会
内

部
で
の
体
制
の
強
化
も
必
須

だ
と
い
う
︒
例
え
ば
︑
岡
山

県
ト
協
は
こ
れ
ま
で
も
緊
急

時
に
支
援
物
資
輸
送
を
お
願

い
す
る
事
業
者
を
選
定
し
て

い
た
が
︑﹁
も
っ
と
被
災
地
の

状
況
や
被
災
者
の
細
か
い
ニ

ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な

車
両
を
保
有
す
る
事
業
者
の

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
必
要
﹂
と

の
認
識
に
至
る
︒
こ
の
豪
雨

は
７
月
で
︑
特
に
食
料
品
輸

送
に
冷
蔵
・
冷
凍
の
バ
ン
型

車
が
活
躍
し
た
︒
さ
ら
に
︑

最
終
目
的
地
で
あ
る
避
難
所

に
は
大
型
車
は
も
ち
ろ
ん
︑

４
㌧
な
ど
の
中
型
車
も
乗
り

入
れ
る
こ
と
が
難
し
く
︑
ほ

と
ん
ど
２
㌧
ク
ラ
ス
の
ト
ラ

ッ
ク
が
活
躍
し
て
い
た
︒
当

然
︑
こ
う
し
た
車
両
は
日
常

業
務
で
使
用
さ
れ
て
お
り
︑

急
な
要
請
に
は
応
え
き
れ
な

い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
︒

こ
の
た
め
﹁
今
後
は
事
業
者

の
数
だ
け
で
な
く
︑
ど
の
よ

う
な
車
両
を
保
有
し
︑
ど
の

よ
う
な
輸
送
が
得
意
か
な
ど

の
情
報
も
ま
と
め
た
い
﹂
と

し
て
い
る
︒

﹁﹃
災
害
物
流
は
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
﹄
と
い
う
こ
と
も
感

じ
ま
し
た
︒
昨
日
ま
で
普
通

に
で
き
た
こ
と
が
︑
災
害
が

発
生
し
た
こ
と
で
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
が
切
れ
︑
普
通
に
で
き

な
く
な
る
わ
け
で
す
︒
被
災

地
で
は
刻
々
と
ニ
ー
ズ
が
変

わ
っ
て
い
き
ま
す
︒
そ
の
変

化
に
対
応
し
︑
輸
送
を
一
番

い
い
状
態
に
オ
ー
ダ
ー
メ
イ

ド
で
繋
い
で
い
く
の
が
︑
ト

ラ
ッ
ク
協
会
の
役
割
だ
と
思

い
ま
す
﹂（
西
田
専
務
理
事
）

　

さ
ら
に
︑
今
回
︑
ト
ラ
ッ

ク
協
会
と
し
て
感
じ
た
こ
と

が
﹁
拠
点
整
備
の
必
要
性
﹂

だ
と
い
う
︒
一
次
物
資
拠
点

に
つ
い
て
は
︑
コ
ン
ベ
ッ
ク
ス

岡
山
が
機
能
し
て
い
る
が
︑

さ
ら
に
大
き
な
災
害
が
発
生

し
た
場
合
に
︑
コ
ン
ベ
ッ
ク

ス
岡
山
の
代
替
機
能
を
持
つ

よ
う
な
拠
点
を
﹁
ト
ラ
ッ
ク

協
会
が
補
完
で
き
な
い
か
﹂

と
い
う
こ
と
も
検
討
課
題
の

一
つ
だ
︒

　

ま
た
︑
現
在
︑
岡
山
県
ト

協
は
４
つ
の
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
を
保
有
す
る
が
︑
い
ず

れ
も
建
設
か
ら
30
年
以
上
経

っ
て
お
り
︑
大
規
模
修
繕
等

の
時
期
に
き
て
い
る
︒
こ
の

改
修
時
期
に
合
わ
せ
て
︑﹁
物

資
拠
点
を
加
え
た
施
設
に
衣

替
え
し
た
ら
ど
う
か
﹂
な
ど

の
声
も
あ
る
︒

　
﹁
も
う
︑
こ
れ
以
上
災
害

は
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
︑

支
部
事
務
局
が
入
る
建
物
を

ト
ラ
ッ
ク
が
容
易
に
乗
り
入

れ
ら
れ
︑
備
蓄
倉
庫
・
物
資

拠
点
に
も
な
る
﹃
万
が
一
﹄

に
備
え
る
防
災
施
設
に
作
り

替
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
は
さ
ら

に
公
共
的
な
役
割
を
担
い
︑

い
ざ
と
い
う
時
に
﹃
あ
っ
て

よ
か
っ
た
﹄﹃
頼
り
に
な
る
﹄

と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒
今
回
の

災
害
の
経
験
か
ら
︑
ソ
フ
ト

・
ハ
ー
ド
の
両
面
か
ら
さ
ら

に
防
災
対
策
を
充
実
さ
せ

て
︑
特
に
︑
県
と
の
情
報
共

有
な
ど
シ
ス
テ
ム
を
強
化
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
﹂

（
同
）

危険予知訓練（KYT）シートの解説
▶交通事故防止編

（
２
面
）

☟
こ
の
角
を
基
準
に
拡
大
率
を
220
％
に
設
定
す
る
と
、
A4
サ
イ
ズ
で
プ
リ
ン
ト
で
き
ま
す
。

どのような危険がありますか？

どのような運転をすれば危険を避け
ることができますか？

①スクールバスのそばに子どもが見えます。また、自車
の左側には、バスの方に向かって手を振っている子
どももいます。子どもは気になることがあると、周囲
の確認をせずに飛び出してくることがあります。した
がって、この場面では、子どもの動静に注意を払うこ
とが必要です。子どもの飛び出しを予測して、いつで
も止まれるようスピードを落として慎重に接近しま
しょう。
②片側１車線側の道路は、白の実線のセンターライン
が交差点の中まで標示してあります。これは、片側１
車線側の道路が「優先道路」であることを示していま
す。したがって、一方通行路を走行している自車は、
片側１車線の道路を走行する車の進行を妨げては
なりません。また、スクールバスが停止して死角を作
っているため、合流する道路の状況が分かりません。
安易に左折しようとすると、スクールバスを追い越
そうとして側方を通過してきた車両と衝突する危険
があります。一時停止線の手前で確実に停止して、
スクールバスの後方からバスの側方を通過して進
行してくる車両の有無をしっかり確認しましょう。

③スクールバスが発進しようとしている場合は、発進を
妨げず通過するのを待ちましょう。スクールバスが
通過した後も、もう一度、横断歩行者等がいないか

①スクールバス周辺の子どもが自車の前に飛び出し
てきて衝突する危険があります（図１）。

②停車しているスクールバスを追い越そうとして、
側方を通過してきた車両と衝突する危険があり
ます（図2）。

③発進したスクールバスと、衝突する危険がありま
す（図3）。

　あなたは一方通行路の出口にさしかか
り左折しようとしています。交差道路の右側
にはスクールバスが停車しており、周辺に
は子どもがいます。この場面にはどのような
危険がありますか。また、危険を避けるため
にはどのような運転をすればよいでしょう
か。考えてみましょう。

図１

図２

図３

など、丁字路の左右の安全を確認するととも
に、自転車や二輪車の巻き込みがないか、ミ
ラーと目視でしっかりチェックした上で、徐行
して左折しましょう。

子ども 子ども

子ども 子ども

子ども 子ども

切
れ
た
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
繋
ぐ
ト
ラ
ッ
ク

災
害
物
流
は
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

二次物資拠点となった真備総合公園体育館（平成30年7月15日、倉敷市真備町）

図　平成30年7月豪雨時の緊急支援物資の流れ
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（一次物資拠点）
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▼
祖
父
は

厳
格
で
︑

商
才
に
長

け
た
人
で

し
た
︒
家
計
を
切
り
詰
め
︑
少
し
ず
つ

蓄
え
た
資
金
で
土
地
を
買
い
︑
一
定
の

財
を
成
し
ま
し
た
︒
多
少
な
り
豊
か
に

な
っ
て
も
︑
決
し
て
贅
沢
を
せ
ず
︑
一

汁
一
菜
に
近
い
生
活
を
続
け
ま
し
た
︒

今
の
今
ま
で
︑
一
つ
の
部
屋
で
和
気

藹
々
と
談
笑
し
て
い
た
親
戚
の
叔
父

や
叔
母
は
︑
祖
父
が
現
れ
る
と
皆
一
様

に
硬
直
し
て
緊
張
感
が
漂
い
ま
し

た
︒
そ
ん
な
祖
父
も
︑
幼
子
の
私
を
含

め
孫
に
は
相
好
を
崩
し
︑
柔
和
な
一
面

を
垣
間
見
せ
ま
し
た
︒
▼
祖
父
は
︑
当

時
と
し
て
は
長
身
か
つ
頑
健
な
体
躯

で
し
た
か
ら
︑
浮
世
話
の
一
つ
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
私
は
︑
父
の
実

家
の
仏
間
に
掛
か
る
祖
父
の
写
真
が

好
き
で
︑
い
つ
も
長
々
と
見
て
い
る

と
︑
祖
母
か
ら
﹁
ま
た
こ
こ
に
居
た
﹂

と
言
わ
れ
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま

す
︒
今
に
し
て
思
い
起
こ
せ
ば
︑
粋
で

凛
と
し
た
祖
父
に
憧
れ
の
よ
う
な
も

の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
自
分
が
︑

写
真
の
中
で
一
点
を
凝
視
す
る
祖
父
の

年
齢
に
限
り
な
く
近
づ
い
た
の
は
紛

れ
も
な
い
事
実
で
す
︒
▼
不
思
議
な
も

の
で
︑
最
近
は
よ
く
過
去
の
出
来
事
を

繰
り
返
し
夢
に
見
ま
す
︒
こ
れ
は
﹁
時

間
意
識
の
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
現
象
（
過

去
思
考
）﹂
と
い
う
も
の
で
︑
誰
し
も

人
生
の
折
り
返
し
点
を
過
ぎ
た
頃
か

ら
見
始
め
る
よ
う
で
す
︒
母
の
胎
内
に

い
た
時
の
心
地
よ
さ
を
頭
の
中
で
意

識
し
て
や
ま
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ

こ
に
は
強
風
や
荒
波
の
な
い
﹁
凪
の
状

態
﹂
が
存
在
し
︑
現
世
と
は
隔
絶
さ

れ
た
世
界
が
拡
が
っ
て
い
る
の
で
す
︒

▼
祖
父
は
絵
心
が
あ
り
︑
素
朴
な
地

蔵
様
や
道
祖
神
︑
羅
漢
様
が
好
き
で
︑

画
用
紙
に
ク
レ
ヨ
ン
で
描
い
て
い
ま
し

た
︒
▼
以
前
︑
京
都
市
内
の
嵯
峨
野

に
あ
る
愛
宕
（
お
た
ぎ
）
念
仏
寺
を

訪
れ
た
際
に
︑
１
２
０
０
体
余
り
の
羅

漢
像
﹁
千
二
百
羅
漢
﹂
が
境
内
の
そ
こ

か
し
こ
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
鬱
蒼

と
し
た
境
内
は
︑
物
音
一
つ
な
い
静
寂

に
包
ま
れ
︑
そ
こ
に
喜
怒
哀
楽
を
凝
縮

し
た
︑
一
つ
と
し
て
同
じ
表
情
の
な
い

﹁
顔
・
顔
・
顔
﹂
が
と
こ
ろ
狭
し
と
鎮

座
し
て
い
ま
し
た
︒
▼
ゆ
っ
く
り
と
︑

自
分
の
顔
に
似
た
羅
漢
を
探
し
ま
し

が
︑
つ
い
に
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
︒
長
き
に
亘
る
武
家
社
会

か
ら
現
代
社
会
ま
で
様
々
な
状
況
の

下
︑
天
下
泰
平
の
安
寧
の
時
や
︑
飢

餓
飢
饉
等
で
鬼
哭
啾
啾
の
時
に
︑
こ

れ
ら
羅
漢
様
は
化
野
の
地
か
ら
﹁
市

井
の
民
を
見
守
っ
て
い
た
に
違
い
な

い
﹂
と
思
う
と
︑
自
然
に
手
を
合
わ
さ

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒
▼
こ

の
夏
は
︑
平
年
と
大
き
く
様
変
わ
り

し
て
︑
誰
も
が
ひ
た
す
ら
忍
耐
を
強
い

ら
れ
る
﹁
特
別
な
夏
﹂
で
し
た
︒
フ
ロ

ー
テ
ィ
ン
グ
現
象
が
暫
し
の
間
︑
心
地

よ
い
時
間
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
な

ら
そ
れ
も
あ
り
で
す
が
︑
無
意
識
の
う

ち
に
逆
の
﹁
未
来
思
考
﹂
に
夢
が
向

か
っ
た
場
合
︑
さ
て
︑
ど
の
よ
う
な
展

開
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
か
︑
怖
く
も

あ
り
密
か
な
楽
し
み
で
も
あ
り
ま

す
！ 

（
山
崎　

薫
）

こ
ち
ら
広
報
室

  

190

業
界
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を

目
指
し
て
女
性
部
会
を
設
立

大
分
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

　

大
分
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
仲
浩
会
長
）
で
は
︑
こ
の

ほ
ど
女
性
部
会
を
設
立
し
︑

８
月
３
日
に
設
立
総
会
を
開

催
し
た
︒

　

同
部
会
は
︑
運
送
業
界
に

お
け
る
女
性
の
活
躍
の
場
を

広
げ
る
と
と
も
に
︑
業
界
の

イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
設
立
︒
大
分
県

ト
協
会
員
事
業
者
の
う
ち
︑

17
社
20
人
が
部
会
員
と
し
て

参
加
し
て
い
る
︒

　

同
部
会
長
に
は
︑
加
来
美

恵
子
氏（
㈲
東
浜
陸
運
社
長
）

が
就
任
︒
設
立
総
会
で
は
︑

加
来
部
会
長
が
設
立
宣
言
を

行
い
︑﹁
女
性
部
会
の
使
命

は
︑
女
性
が
活
躍
で
き
る
運

青
年
部
会
「
継
運
会
」
と

城
南
支
部
会
員
事
業
所
が

芦
北
で
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
実
施

熊
本
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

　

熊
本
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
住
永
豊
武
会
長
）
の
青
年

部
会
﹁
継
運
会
﹂（
堀
内
貴

央
部
会
長
）
は
８
月
６
日
︑

﹁
令
和
２
年
７
月
豪
雨
﹂
に

お
い
て
大
き
な
被
害
の
あ
っ

送
業
界
を
創
り
出
す
こ
と
︒

業
界
が
急
速
に
変
化
す
る
中

で
︑
未
来
へ
繋
ぐ
架
け
橋
と

し
て
︑
進
取
果
敢
に
邁
進
す

る
こ
と
を
誓
う
﹂
と
宣
言
し

た
︒

　

こ
れ
に
よ
り
︑
今
回
設
立

さ
れ
た
大
分
県
を
含
め
︑
27

都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
に

女
性
部
会
が
設
立
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
︒

た
被
災
地
域
の
一
つ
で
あ
る
︑

熊
本
県
芦
北
町（
佐
敷
地
区
︑

白
岩
地
区
︑桑
原
地
区
）で
︑

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

行
っ
た
︒

　

当
日
は
︑
地
元
支
部
で
あ

る
城
南
支
部
（
富
田
康
方
支

部
長
）
の
協
力
に
よ
り
︑
総

勢
約
50
人
が
災
害
ご
み
等
の

搬
出
・
運
搬
活
動
を
行
っ

た
︒
今
回
は
︑
佐
敷
地
区
を

中
心
に
︑
白
岩
︑
桑
原
の
３

地
区
で
︑
家
屋
か
ら
出
さ
れ

た
災
害
ゴ
ミ
の
分
別
・
収
集

を
行
い
︑
災
害
ゴ
ミ
仮
置
き

場
ま
で
運
搬
し
た
︒
運
搬
に

あ
た
っ
て
は
︑
手
荷
役
を
中

心
と
し
た
積
み
込
み
を
行
い
︑

２
㌧
ト
ラ
ッ
ク
等
17
台
に
よ

り
災
害
ゴ
ミ
仮
置
き
場
ま
で

輸
送
を
行
っ
た
が
︑
家
屋
前

に
出
さ
れ
た
災
害
ゴ
ミ
は
ま

だ
ま
だ
多
い
状
況
で
︑
今
回

の
活
動
に
よ
り
︑
災
害
の
規

模
の
大
き
さ
と
広
範
囲
に
被

害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
︒

熊
本
県
ト
協
女
性
部
会

﹁
肥
後
六
花
会
﹂

人
吉
市
へマ
ス
ク
や
手
袋
な
ど

支
援
物
資
寄
贈

　

熊
本
県
ト
協
女
性
部
会

﹁
肥
後
六
花
会
﹂（
竹
下
由

美
部
会
長
）
は
８
月
３
日
︑

﹁
令
和
２
年
７
月
豪
雨
﹂
災

害
の
被
災
地
と
な
っ
た
人
吉

市
へ
支
援
物
資
の
寄
贈
を
行

っ
た
︒
当
日
は
︑
松
岡
隼
人

人
吉
市
長
が
対
応
し
竹
下
部

会
長
︑
上
田
裕
子
副
部
会
長

が
部
会
員
を
代
表
し
て
支
援

物
資
を
手
渡
し
た
︒
こ
の
支

援
物
資
は
︑
女
性
部
会
と
し

て
﹁
何
か
で
き
な
い
か
﹂
と

検
討
を
重
ね
︑
被
災
者
の
支

援
活
動
の
一
助
と
す
る
た
め

現
地
で
不
足
し
て
い
る
と
予

想
さ
れ
る
①
軍
手
３
０
２
１

組
︑
②
作
業
用
手
袋
２
６
８

組
︑
③
ビ
ニ
ー
ル
手
袋
３
５

８
組
︑
④
使
い
捨
て
マ
ス
ク

４
１
７
０
枚
︱
︱
を
寄
贈
し

た
も
の
︒
こ
れ
ら
の
品
物
は

部
会
員
か
ら
の
寄
付
︒

　

寄
贈
を
受
け
た
松
岡
市
長

は﹁
災
害
の
規
模
が
大
き
く
︑

コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
り
︑
復

旧
に
は
ま
だ
ま
だ
時
間
が
か

か
る
の
で
こ
れ
ら
の
支
援
物

資
は
大
変
あ
り
が
た
い
﹂
と

感
謝
の
言
葉
を
述
べ
た
︒

「
標
準
的
な
運
賃
」　　
　
　

事
務
局
向
け
説
明
会
を
開
催

リ
モ
ー
ト
参
加
含
め

職
員
の
理
解
促
進
を
図
る

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

８
月
19
日
︑﹁
標
準
的
な
運

賃
﹂
に
係
る
事
務
局
職
員
向

け
説
明
会
を
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
総
合
会
館
で
開
催
し
た
︒

　

同
説
明
会
は
︑
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
事
務
局
を
対

象
に
実
施
し
た
も
の
︒
８
都

府
県
の
協
会
か
ら
出
席
者
が

あ
っ
た
ほ
か
︑
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
防

止
の
観
点
か
ら
︑
39
道
府
県

の
協
会
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
リ
モ
ー
ト
参
加
と
な

っ
た
︒

　

当
日
は
︑
馬
渡
雅
敏
副
会

長
の
あ
い
さ
つ
の
後
に
︑
全

ト
協
が
作
成
し
た
標
準
的
な

運
賃
の
告
示
お
よ
び
通
達
に

係
る
解
説
書
を
も
と
に
説
明

を
実
施
︒﹁
概
要
・
手
続
編
﹂

の
講
師
と
し
て
登
壇
し
た
国

土
交
通
省
の
伊
地
知
英
己
自

動
車
局
貨
物
課
長
は
︑﹁
必

要
な
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
対

価
を
収
受
し
︑
ト
ラ
ッ
ク
ド

ラ
イ
バ
ー
の
労
働
環
境
改
善

を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
︑

全
て
の
事
業
者
が
標
準
的
な

運
賃
を
採
用
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
︒
事
業
者
の
皆
様
に

は
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働
環

境
改
善
の
実
現
に
向
け
て
︑

荷
主
と
協
力
し
な
が
ら
︑
時

間
外
労
働
の
罰
則
付
き
上
限

規
制
が
適
用
さ
れ
る
令
和
６

年
４
月
１
日
を
迎
え
て
い
た

だ
き
た
い
﹂
と
述
べ
た
︒

　

ま
た
︑﹁
解
説
編
﹂
で
は
︑

日
本
Ｐ
Ｍ
Ｉ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
㈱
の
小
坂
真
弘
代
表
取

締
役
（
税
理
士
）
が
登
壇
し

た
︒

　

な
お
︑
全
国
各
地
で
は
︑

事
業
者
向
け
の
標
準
的
な
運

賃
に
関
す
る
普
及
セ
ミ
ナ
ー

が
︑
８
月
４
日
以
降
順
次
開

催
さ
れ
て
い
る
︒

　
﹁
一
般
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
に
係
る
標
準
的
な
運

賃
﹂
が
４
月
24
日
に
告
示
さ

れ
た
の
を
受
け
て
︑
全
日
本

ト
ラ
ッ
ク
協
会
で
は
現
在
︑

会
員
事
業
者
・
荷
主
へ
の
普

及
促
進
と
︑
荷
主
対
策
の
深

度
化
に
向
け
た
活
動
を
展
開

し
て
い
る
︒

原
価
計
算
の
方
法
な
ど
に
つ

い
て
解
説
す
る
﹁
原
価
計
算

活
用
セ
ミ
ナ
ー
﹂
を
開
催
す

る
︒

③
荷
主
向
け
業
界
紙
等
へ
の

広
報
活
動

　

荷
主
向
け
業
界
紙
等
に

﹁
標
準
的
な
運
賃
﹂
の
趣
旨

等
を
示
す
広
告
を
掲
載
し
︑

荷
主
企
業
に
対
し
て
同
制
度

の
周
知
を
図
る
︒

④
会
員
事
業
者
が
取
引
す
る

荷
主
へ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の

作
成
・
送
付

　

荷
主
企
業
等
に
対
し
て
標

準
的
な
運
賃
へ
の
理
解
・
協

力
を
求
め
る
た
め
︑
同
制
度

の
概
要
を
ま
と
め
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
︑
会
員
事

業
者
が
取
引
す
る
荷
主
宛
て

に
直
接
送
付
す
る
︒

⑤
荷
主
対
策
の
深
度
化
に
向

け
た
取
り
組
み

　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

改
正
の
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
る

﹁
荷
主
対
策
の
深
度
化
﹂
に

つ
い
て
︑
荷
主
企
業
に
周
知

を
図
る
︒
ま
た
︑
ド
ラ
イ
バ

ー
を
対
象
に
︑
荷
主
に
対
す

る
情
報
収
集
調
査
を
ト
ラ
ッ

ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｔ
Ｓ
）

等
で
実
施
︒
７
月
14
日
~
16

日
に
か
け
て
東
神
Ｔ
Ｓ
と
大

宮
Ｔ
Ｓ
で
実
施
し
た
（
第
１

期
︑
写
真
）
の
に
続
き
︑
秋

以
降
︑地
方
部
で
の
調
査
（
第

２
期
）
を
実
施
す
る
︒

　

な
お
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
を

鑑
み
︑
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
方

法
や
荷
主
企
業
へ
の
働
き
か

け
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て

は
︑
十
分
配
慮
を
行
っ
た
上

で
実
施
し
て
い
く
予
定
︒

　

全
ト
協
で
は
︑
こ
れ
ら
の

活
動
を
通
じ
て
︑﹁
標
準
的

な
運
賃
﹂
の
普
及
促
進
等
を

図
っ
て
い
く
︒

　

全
ト
協
に
よ
る
主
な
取
り

組
み
は
次
の
通
り
︒

①
標
準
的
な
運
賃
の
告
示
お

よ
び
通
達
に
係
る
解
説
書
の

作
成
・
配
布

　

会
員
事
業
者
の
運
賃
・
料

金
設
定
や
荷
主
と
の
交
渉
に

活
用
で
き
る
解
説
書
を
作
成

し
︑
配
布
す
る
︒

②
会
員
事
業
者
向
け
﹁
標
準

的
な
運
賃
﹂
普
及
セ
ミ
ナ
ー

の
開
催

　

同
解
説
書
を
活
用
し
た
会

員
事
業
者
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
し
︑
標
準
的
な
運
賃

の
普
及
を
図
る
︒
同
セ
ミ
ナ

ー
は
︑
８
月
４
日
開
催
の
北

海
道
を
皮
切
り
に
︑
全
国
各

地
で
８
月
~
11
月
に
か
け
て

開
催
す
る
予
定
︒
ま
た
︑
同

セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
を
受
け
︑

『広報とらっく』からのお願い
交通・運転マナーを守って！交通・運転マナーを守って！
プロトラックドライバーはプロトラックドライバーは
一般ドライバーの見本に一般ドライバーの見本に

・急な車線変更
・不用意なクラクション
・コンビニや公共施設の駐車場等での長時間駐車
・大型車進入禁止箇所等でのＵターン
・駐車場や道路へのゴミのポイ捨て
事業用トラックは車体が大きいことから、
一般乗用車より目立ち、上記の行為が交通弱者や沿道の住民
の方にとって、より迷惑に感じられます。プロトラックドラ
イバーは、交通法規を守るだけでなく、マナーを守り、一般
ドライバーの見本となりましょう。
　また、最近、交通トラブルによる事故等が社会問題化して
います。道路交通法が改正され令和２年６月末からあおり運
転が厳罰化されるなど、マナーからルールへと状況は変わっ
てきましたが、他車から迷惑行為を受けても冷静に対応する
とともに、自身もより一層の安全運転に努めましょう。

﹁
働
き
や
す
い
職
場
認

証
制
度
﹂
申
請
受
付
を

開
始９月

16
日
〜
12
月
15
日

　

国
土
交
通
省
は
８
月
21

日
︑
今
年
度
よ
り
﹁
働
き
や

す
い
職
場
認
証
制
度
﹂（
正

式
名
称
・
運
転
者
職
場
環
境

良
好
度
認
証
制
度
）
を
創
設

す
る
と
発
表
し
た
︒

　

同
制
度
は
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
を
は
じ
め
と
し
た
自
動

車
運
送
事
業
の
運
転
者
不
足

に
対
応
す
る
た
め
の
総
合
的

取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
実

施
す
る
も
の
︒
本
制
度
を
通

じ
︑
職
場
環
境
改
善
に
向
け

た
各
事
業
者
の
取
り
組
み
を

﹁
見
え
る
化
﹂す
る
こ
と
で
︑

求
職
者
の
イ
メ
ー
ジ
刷
新
を

図
り
︑
運
転
者
へ
の
就
職
を

促
す
と
と
も
に
︑
事
業
者
に

対
し
て
さ
ら
な
る
改
善
の
取

り
組
み
を
促
す
こ
と
で
︑
よ

り
働
き
や
す
い
労
働
環
境
の

実
現
や
安
定
的
な
人
材
の
確

保
を
図
っ
て
い
く
︒

　

認
証
の
審
査
要
件
と
し
て

は
︑
中
小
事
業
者
に
よ
る
申

請
を
容
易
に
し
︑
取
り
組
み

の
円
滑
な
浸
透
・
普
及
を
図

る
観
点
か
ら
︑
①
法
令
遵
守

等
︑
②
労
働
時
間
・
休
日
︑

③
心
身
の
健
康
︑
④
安
心
・

安
定
︑
⑤
多
様
な
人
材
の
確

保
・
育
成
︱
︱
の
５
分
野
に

つ
い
て
︑
基
本
的
な
取
組
要

件
を
満
た
し
た
場
合
︑﹁
一
つ

星
﹂
認
証
（
写
真
）
を
取
得

で
き
る
︒
な
お
︑
今
年
度
は

試
行
運
用
と
し
て﹁
一
つ
星
﹂

認
証
の
み
実
施
さ
れ
︑
来
年

度
以
降﹁
二
つ
星
﹂﹁
三
つ
星
﹂

認
証
が
実
施
さ
れ
る
︒

　

認
証
結
果
の
活
用
方
法
と

し
て
︑
厚
生
労
働
省
と
の
連

携
に
よ
り
︑
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
お
け
る
求
人
票
へ
の
記
載

や
︑
認
証
事
業
者
と
求
職
者

の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
の
実
施

が
検
討
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑

求
人
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
連
携

し
︑
認
証
事
業
者
の
先
進
的

な
取
り
組
み
が
広
く
発
信
さ

れ
る
予
定
︒

　

認
証
単
位
は
事
業
者
（
法

人
）
単
位
と
な
る
が
︑
都
道

府
県
単
位
で
も
申
請
可
能
︒

認
証
実
施
団
体
で
あ
る
（
一

財
）日
本
海
事
協
会
が
受
付
︑

審
査
お
よ
び
認
証
手
続
き
を

実
施
す
る
︒

　

申
請
受
付
期
間
は
令
和
２

年
９
月
16
日
㈬
~
12
月
15
日

㈫
︒
審
査
料
は
１
申
請
当
た

り
５
万
円
（
税
別
）︑
登
録

料
は
同
６
万
円（
同
）︒
な
お
︑

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電

子
申
請
の
場
合
︑
審
査
料
が

３
万
円（
同
）に
割
引
さ
れ
る
︒

　

な
お
︑
申
請
に
関
す
る
詳

細
は
︑
同
制
度
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
︒

30
・
１
ポ
イ
ン
ト
悪
化
も

今
後
は
改
善
の
見
通
し

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
景
況
感

令
和
２
年
４
月
~
６
月
期

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

８
月
14
日
︑
令
和
２
年
４
月

~
６
月
期
の
﹁
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
の
景
況
感（
速
報
）﹂

を
発
表
し
た
︒

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
へ
の
対
応

と
し
て
︑
消
費
者
等
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
な
ど
に

よ
り
通
販
需
要
が
拡
大
し
た

こ
と
か
ら
︑
宅
配
貨
物
の
輸

送
量
・
営
業
収
入
・
営
業
利

益
が
大
幅
に
改
善
し
た
も
の

の
︑
一
般
貨
物
︑
宅
配
以
外

の
特
積
貨
物
の
輸
送
量
・
営

業
利
益
等
は
大
幅
に
悪
化
︒

　

景
況
感
の
判
断
指
標
は
マ

イ
ナ
ス
１
１
２
・
５
と
な
り
︑

前
回
（
マ
イ
ナ
ス
82
・
４
）

か
ら
30
・
１
ポ
イ
ン
ト
悪
化

し
た
︒

　

今
後
は
︑
経
済
活
動
が
徐

々
に
再
開
さ
れ
て
い
る
な
ど
︑

事
業
環
境
改
善
の
兆
し
が
感

じ
ら
れ
始
め
た
こ
と
か
ら
︑

同
指
標
は
１
・
７
ポ
イ
ン
ト

改
善
し
︑
マ
イ
ナ
ス
１
１
０

・
８
と
な
る
見
込
み
︒

募集人員 32 人

受講資格

①（一社）東京都トラック協会会員事業者の役員またはその社員で、経営管理職の経験
３年以上の方、もしくはこれに準ずる方

②関東トラック協会会員事業者の役員またはその社員で、経営管理職の経験３年以上の
方、もしくはこれに準ずる方

③その他、特に会長が認めた方
申込期間 令和 2 年 8 月14 日（金）〜 9 月30 日（水）

申し込み先
募集パンフレットに付属の受講申込書（東京都トラック協会ホームページ［HP］よりダウンロー
ド可能）に必要事項を記載の上、所属支部（関東各県トラック協会会員の場合は所属協会）
を経由し、東ト協教育研修部宛てに FAX で申し込む（その他の方は直接教育研修部へ）
※募集パンフレットは東ト協各支部にも配布してあります。

研修期間 令和 2 年 10 月 28 日（水）〜令和 3 年 7 月 21 日（水）
※修了式は令和 3 年 9 月 8 日（水）

授業時間 総計 116 時間

受講料
⑴東ト協会員事業者の役員およびその社員： 35 万円（税込み）
⑵関ト協会員事業者の役員およびその社員： 35 万円（税込み）
⑶その他：40 万円（税込み）

授業予定
日時・場所

日時：原則として水曜日　13 時 30 分〜 17 時 45 分
　　　（※講師の都合により曜日・時間変更の場合あり）
場所：東京都トラック総合会館研修室　他

問い合わせ先
（一社）東京都トラック協会 業務部教育研修グループ
〒 160-0004 東京都新宿区四谷 3-1-8
☎ 03-3359-4137 ／ FAX 03-3359-6020

※年間時間割およびカリキュラムや申し込み方法等の詳細は東ト協 HP を参照。

第21期「物流経営士資格認定講座」受講生を募集第21期「物流経営士資格認定講座」受講生を募集
申し込みは9月30日㈬まで申し込みは9月30日㈬まで

東京都トラック協会

令和３年度
「流通経済大学全ト協推薦入試」実施
今回から「総合型選抜

自己アピール」方式に

　物流関係の教育・研究に力を入れて
いる流通経済大学（本部：茨城県龍ケ
崎市）では、令和３年度（２０２１年度）
入学試験において、全日本トラック協会
からの推薦入試を実施する。
　３年度の推薦入試は、従来のＡＯ入試
に代わり、「総合型選抜自己アピール」
方式で行われる。
　出願方法等に関する詳細については、
流経大「入試情報ホームページ」およ
び全ト協ホームページを参照。

「
標
準
的
な
運
賃
」普
及
促
進
に
向
け
て

　
　
　
　
　
　

 　
　
取
り
組
み
を
推
進

事
業
者
向
け
セ
ミ
ナ
ー
を
全
国
各
地
で
開
催

加来美恵子部会長㊧と仲浩会長㊨（8月3
日、大分県トラック会館）

災害ゴミ積込作業を行う熊本県ト協青年部
員ら（8月6日、熊本県）

松岡人吉市長（中央）へ支援物資を手渡す
竹下部会長㊧と上田副部会長㊨

事務局を対象とした説明会を開催（8月19日、全
ト協）
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        252525

1313

呼気1リットルにつき
      0.25mg以上

呼気1リットルにつき
0.15mg以上0.25mg未満

免許取消し
（欠格期間2年）

免許停止
（90日）

7年以下の懲役もしくは禁錮
又は100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪酒酔い運転

酒気帯び運転

過失運転致死傷罪

15年以下の懲役

15年以下の懲役

12年以下の懲役

1年以上20年以下の懲役死亡事故

負傷事故

死亡事故

負傷事故

※上記の行政処分は、いずれも前歴が0回の場合です。

違反点数と行政処分

飲酒運転による死傷事故後に、さらに飲酒をしたり、その場を離れて酔
いをさますなどの飲酒の程度をごまかす行為をすると「過失運転致死傷
アルコール等影響発覚免脱罪」が適用され、12年以下の懲役となります。

アルコールの影響により正常な運転ができない
恐れのある状態で人身事故を起こすと

アルコールの影響により正常な運転ができない
状態で人身事故を起こすと

（自動車運転死傷行為処罰法）（道路交通法）

飲酒運転で人身事故を起こすと事故を起こさなくても違反だけで

●5年以下の懲役
　又は100万円以下の罰金
●違反点数35点
※免許取消し（3年間は免許が取得できない！）

●3年以下の懲役
　又は50万円以下の罰金

危険運転致死傷罪が適用されない場合でも、自動
車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させると

飲酒ドライバーに科せられる罰則飲酒ドライバーに科せられる罰則飲酒ドライバーに科せられる罰則飲酒ドライバーに科せられる罰則
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　事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け
る
最
近
3
年

間
と
今
年
8
月
21
日
ま
で
の
車
籍
別
飲
酒

運
転
事
故
件
数
（
図
1
･
2
･
3
）
の

累
計
は
、
大
阪
府
が
7
件
で
最
多
、
次
い

で
茨
城
県
と
福
岡
県
が
6
件
、
愛
知
県
が

5
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　警
察
庁
に
よ
る
と
、
令
和
元
年
中
の
全

車
種
に
よ
る
飲
酒
運
転
に
よ
る
交
通
事
故

件
数
は
３
０
４
７
件
で
、
こ
の
う
ち
死
亡

事
故
件
数
は
１
７
６
件
で
し
た
。
ま
た
、

飲
酒
の
有
無
に
よ
る
死
亡
事
故
の
起
こ
し

や
す
さ
を
比
較
す
る
と
、「
酒
酔
い
」の

場
合
の
死
亡
事
故
の
危
険
性
は
「
飲
酒

飲
酒
運
転
事
故
発
生
件
数

飲
酒
運
転
事
故
発
生
件
数

飲
酒
運
転
は
反
社
会
的
行
為

飲
酒
運
転
は
反
社
会
的
行
為

惹
起
者
・
企
業
へ
も
重
い
罰
則

惹
起
者
・
企
業
へ
も
重
い
罰
則

7.00
（%）

6.00

5.00

4.00

0.73

6.10

3.00

2.00

1.00

0.00

飲酒なし

（注）調査不能は除外した。
出典：警察庁交通局

飲酒事故
（酒酔い）

死亡事故の起こしやすさ（令和元年）死亡事故の起こしやすさ（令和元年）

死亡事故の起こしやすさ (%) = ×100
死亡事故件数
交通事故件数

5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
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倍倍8.48.4

　全日本トラック協会では、令和 2（２０２０）年までを目標年とする「トラック事業における総合安全プラ
ン２０２０」を策定し、「飲酒運転ゼロ」を目標とし、関係者一丸となって取り組んできましたが、今年8月
21日までに全国で 20件もの飲酒運転事故が発生しました。
　トラック運送業界は、コロナ禍にあっても、社会機能を維持するために事業を継続し、生活（くらし）と

経済の「ライフライン」として社会貢献を行っていますが、一部の心ないドライバーが惹起した飲酒運転事
故が続けば、業界全体の信頼を失墜させてしまうことになりかねません。ここでは、最新の車籍別事故件数・
事例を紹介しますので、社内で情報を共有し、飲酒運転根絶意識を向上させるなど指導監督の取り組みを強
化して下さい。

　酒
酔
い
、
酒
気
帯
び
な
ど
の
飲
酒
運

転
は
、
き
わ
め
て
悪
質
で
危
険
な
反
社

会
的
・
犯
罪
行
為
で
あ
り
、
ド
ラ
イ
バ

ー
本
人
や
同
乗
者
等
が
厳
し
く
罰
せ
ら

れ
る
だ
け
で
な
く
、
万
一
事
故
を
起
こ

せ
ば
被
害
者
や
そ
の
家
族
の
人
生
を
大

き
く
狂
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
図

5
）。

な
し
」
の
場
合
の
８
・
４
倍
に
も
な
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
（
図
４
）。

出典：警察庁「交通事故統計」および（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」 。ただし、2020年の飲酒運転事故件数はメールマガジン「事業用自動車安全通信」（国土交通省）等による情報（8月21日現在の速報ベース）
※「飲酒運転」は「道路交通法違反取締件数」の数値で、「酒酔い運転」および「酒気帯び運転」の合計値。

「トラック事業における総合安全プラン2020」目標値と事故の現況「トラック事業における総合安全プラン2020」目標値と事故の現況

数字はいずれも事業用貨物自動車（軽自動車を除く）によるもの。
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※「飲酒運転ゼロ」目標達成のためには、関係者一丸となって取り組む必要がある。

飲酒運転件数  飲酒運転ゼロ 交通事故死者数  200人以下 人身事故件数  12,500 件以下

　　　　　　　

33図図事業用トラックの飲酒運転事故事例 （令和2年1月～8月21日）（速報値）事業用トラックの飲酒運転事故事例 （令和2年1月～8月21日）（速報値）

事故等の
種類 車籍地 発生日時

死傷状況
死亡 負傷

1

2

3

13

14

15

16

17

1月20日
9時45分
1月20日
9時45分千葉県

大阪府

鳥取県

東京都

宮城県

酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

酒気帯び
追突

酒気帯び
追突

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

111月31日
10時10分
1月31日
10時10分

2月10日
17時20分
2月10日
17時20分

千葉県の県道の交差点において、同県に営業所を置くトラクタ・ポールトレーラが運行中、信号待ち
で停車中の軽乗用車に衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察による調べにより、当該トラクタ・ポールトレーラ運転者は、道路交通法違反（酒気帯
び運転）の疑いで逮捕された。

茨城県の県道において、大阪府に営業所を置くトラックが運行中、前方を走行中のトラックに追突し
た。
この事故により、追突されたトラックの運転者が軽傷を負った。
事故後の警察による調べにより、当該トラック運転者は、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで
逮捕された。

千葉県の神社敷地内において、鳥取県に営業所を置くトラクタ・バンセミトレーラが方向転換をしよ
うとしたところ、当該神社の建物に接触した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラクタ・バンセミトレーラ運転者の呼気からアルコールが検出さ
れたため、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

18

19

20
 

当時の状況

千葉県

福岡県

新潟県

青森県

山形県

福岡県

埼玉県

酒酔い
衝突
酒酔い
衝突

6月2日
5時27分
6月2日
5時27分

5月26日
17時55分
5月26日
17時55分

6月10日
7時10分
6月10日
7時10分

8月13日
4時40分
8月13日
4時40分

7月21日
11時00分
7月21日
11時00分

7月3日
3時40分
7月3日
3時40分

8月10日
21時19分
8月10日
21時19分

7

佐賀県 4月2９日
0時50分
4月2９日
0時50分8

愛媛県酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

5月2日
18時40分
5月2日
18時40分

千葉県の駐車場において、愛媛県に営業所を置くトラクタ・コンテナセミトレーラが運行中、当該駐
車場内のポールに衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラクタ・コンテナセミトレーラ運転者の呼気からアルコールが検
出されたため、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

佐賀県の県道において、同県に営業所を置くトラクタが運行中、道路脇の無人の車庫に衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラクタ運転者は、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕
された。

9

香川県酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

5月10日
13時
5月10日
13時

大阪府の高速道路において、香川県に営業所を置くトラックが運行中、左側フェンスに衝突した。
この事故により、荷物は散乱したが、負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出された。10

福島県酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突 115月11日

15時30分
5月11日
15時30分

静岡県の国道において、福島県に営業所を置く大型トラックが運行中、前を走行していた車両に衝突
した。
この事故により、衝突された車両の運転者が軽傷を負った。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

11

新潟県酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突

5月12日
7時55分
5月12日
7時55分

群馬県の高速道路のパーキングエリア内において、新潟県に営業所を置くトラックが運行中、駐車中
のトラックに衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

宮崎県の国道において、鹿児島県に営業所を置くトラクタ・トレーラが運行中、ガードレールに接触
した。
この事故による負傷者はなし。
現地にいた他のドライバーから警察の事故処理の様子が普通では無いとの連絡を受け、当該トラクタ・
トレーラ運転手へ再度確認したところ、飲酒が発覚したとのこと。

12

11

11

鹿児島県 5月19日
6時10分
5月19日
6時10分

4
酒気帯び
追突

酒気帯び
追突 113月17日

21時10分
3月17日
21時10分

愛知県の国道において、都内に営業所を置く大型トラックが運行中、前方の乗用車に追突し、その弾
みで当該乗用車が別の乗用車に追突した。
この事故により、当該トラックに追突された乗用車の運転者が死亡した。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

5 酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

酒気帯び
物損

4月4日
20時55分
4月4日
20時55分

岩手県の高速道路において、宮城県に営業所を置くトラックが運行中、中央分離帯のワイヤーロープ
に衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察による調べにより、当該トラック運転者は、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで
逮捕された。

山形県の県道において、同県に営業所を置くトラックが運行中、路外に逸脱し水田に転落した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

6

大阪府酒気帯び
衝突

酒気帯び
衝突 114月24日

8時58分
4月24日
8時58分

山形県酒気帯び
路外逸脱
酒気帯び
路外逸脱

酒気帯び
路外逸脱
酒気帯び
路外逸脱

酒気帯び
路外逸脱
酒気帯び
路外逸脱

4月22日
1時40分
4月22日
1時40分

兵庫県の国道において、大阪府に営業所を置くトラックが運行中、前方のバイクを追い越そうとした
ところ、接触し当該バイクが転倒した。
この事故により、当該バイクの運転者が軽傷を負った。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

千葉県の国道（片側 2 車線）において、同県に営業所を置く大型トラックが第 2 通行帯を運行中、
前方の第 1通行帯を走行していたトラクタ・セミトレーラに衝突したが、そのまま走り去った。
この事故により、トラクタ・セミトレーラの運転者が軽傷を負った。
その後の警察の調べにより、当該大型トラックの運転者は、酒酔い運転及び当て逃げの疑いで逮捕さ
れた。

福島県の国道において、新潟県に営業所を置くトラクタ・コンテナセミトレーラが運行中、路外へ逸
脱し横転した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラクタ・コンテナセミトレーラ運転者の呼気からアルコールが検
出された。　　　　　

新潟県の市道において、青森県に営業所を置く大型トラックが運行中、後退していたところ、路外に
逸脱した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

埼玉県の国道において、山形県に営業所を置く大型トラックが運行中、信号柱、ガードレール及び道
路標識に衝突した。
この事故による負傷者はなし。
その後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

福岡県の高速道路において、同県に営業所を置く大型トラックが運行中、道路工事の車線規制の為に
設置されていたガードレールに衝突した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

東京都の片側２車線の都道において、埼玉県に営業所を置くトラクタ・コンテナセミトレーラが第１通行帯
を運行中、左側から追い越し前方に入り込んできたバイクに気付かず衝突し、バイク運転者が後続の車両に
はねられた。
この事故により、当該バイク運転者が死亡した。
事故後の警察の調べにより、当該トラクタ・コンテナセミトレーラ運転者の呼気からアルコールが検出され
たため、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

岡山県の市道において、福岡県に営業所を置くトラックが運行中、行き違いの為停車していた軽貨物
車両に接触した。
この事故による負傷者はなし。
事故後の警察の調べにより、当該トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通
法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕された。

東京都

宮城県
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掲
示
用

出典：メールマガジン「事業用自動車安全通信」（国土交通省）等

社会的信頼を社会的信頼を失墜させる飲酒運転失墜させる飲酒運転
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